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t土

じ

め

(

1

)

 

一
八
五
八
年
天
津
傑
約
に
よ
っ
て
ア
ヘ
ン
貿
易
が
合
法
化
さ
れ
て
よ
り
一
八
九

O
年
四
月
の
論
旨
に
よ
っ
て
中
園
ア
ヘ
ン

(
2〉

(漢
文
で
は

「土
撲
」、

英
文
で
は

Z
E
S
0
1
c
B
と
表
現
さ
れ
る
)
が
正
式
に
公
認
H
課
税
さ
れ
る
ま
で
の
時
期
を
針
象
に
、

本
稿
の
課
題
は
、

中
園
ア
ヘ
ン
を
め

ぐ
る
政
策
論
争
と
選
揮
さ
れ
た
政
策
と
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
問
題
は
外
園
ア
ヘ
ン
よ
り
も
中
園
ア
へ
ン
に

比
重
を
移
し
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

八
0
年
代
、
中
園
ア
ヘ
ン
は
急
激
に
生
産
量
を
蹟
大
し
て
い
っ
た
。

一
八
八
一
年
に
四
川
は
一
省
だ
け
で
中
園
の
外
園
ア
ヘ
ン
総
入
総
量
の
二
倍
に
近
い
一
七
七
、

0
0
0措
も
の
ア
ヘ
ン
を
生
産
し
て
い
た
と
言

一
八
六

0
年
代
、

七
0
年
代
、



(
3〉

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
量
に
生
産
さ
れ
て
い
た
中
園
ア
ヘ
ン
に
劃
し
て
清
朝
政
府
が
い
か
な
る
政
策
で
も
っ
て
封
躍
し
て
い
た
か
と
い
う
間

(
4〉

旬
。
ロ
巳
}
戸
印
ロ

ω匂
巾
ロ
ロ
タ

E
C立
c
B
ω
g
o
Eロ
m
E
(U}辛
口
m
n
Eロ白
3

は、

ほ
と
ん
ど
研
究
は
な
さ
れ
て
レ
な
い
。

題
に
つ
い
て

一
八
世
紀
か
ら
ニ

O
世
紀
初
頭
ま
で
の
長
期
に
わ
た

っ
て
、
ア

へ
γ
吸
飲
の
績
が
り
、
禁
止
策
、

(

5

)

 

年
経
済
思
想
史
」
は
、
第
六
章
「
除
弊
政
説
」
に
お
い
て
、
清
末
の
有
力
な
官
僚
や
知
識
人
の
ア
ヘ
ン
禁
止
論
を
分
析
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
外
圏
ア
ヘ
ン
と
は
同
列
に
は
論
じ
得
な
い
中
園
ア
ヘ
ン
に
劃
す
る
政
策
の
特
殊
性
に
十
分
注
意
が
排
わ
れ
て
い
る
と
は

ア
ヘ
ン
の
経
済
的
な
機
能
に
つ
い
て
扱
い
、
示
控
に
富
む
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
越
豊
田
『
晩
清
五
十

言
え
な
い
。

(
6〉

目
黒
克
彦
「
光
緒
初
期
、
山
西
省
に
お
け
る
嬰
菜
栽
培
禁
止
問
題
に
つ
い
て
」
は
、
光
緒
三
・
四
年
に
お
け
る
北
西
部
大
飢
鐘
を
契
機
と
し

て
賀
行
さ
れ
た
嬰
莱
栽
培
禁
止
策
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
氏
は
、
禁
止
策
の
徹
底
を
鈍
ら
せ
た
要
因
を
「
寓
禁
於
徴
」
策
〈
課
税
に
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よ
っ
て
嬰
粟
栽
培
を
禁
止
す
る
政
策
〉
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
「
寓
禁
於
徴
」
と
い
う
用
語
は
子
恩
徳
『
中
園
禁
煙
法
令
饗
蓬
史
』
に
依
援
し
た
も

(

7

)

〈

8
〉

の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
『
中
園
禁
煙
法
令
慶
遜
史
』
は
、
一
七
二
九
年
か
ら
一
九
三
七
年
に
至
る
ア
ヘ
ン
政
策
を
外
園
ア
ヘ
ン
と
中
園
ア
ヘ

ン
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
り
、
関
連
研
究
が
少
な
い
現
般
に
お
い
て
貴
重
な
概
読
書
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
園
ア
へ
ン
を
め
ぐ
る
政

策
論
争
に
つ
い
て
の
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
も
ま
た
拙
稿
「
英
闘
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
貿
易
反
針
運
動
と
中
園
」
に
お
い
て
、
清
朝
政

(
9
)
 

府
の
劃
中
園
ア
ヘ
ン
政
策
の
一
端
に
燭
れ
た
が
、
部
分
的
な
指
摘
に
止
ま
っ
た
。

(m〉

本
稿
で
は
、
署
貴
州
巡
撫
李
用
清
(
一
八
八
四
l
八
五
在
任
)
の
光
緒
一

O
年
〈
一
八
八
四
)
の
上
奏
文
「
禁
止
斡
省
栽
種
鶏
片
疏
」
を
紹
介
し
、

彼
の
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
論
の
論
貼
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
園
ア
ヘ
ン
を
め
ぐ
る
嘗
時
の
政
策
論
争
に
迫
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
李

用
清
の
上
奏
文
は
ア
ヘ
ン
生
産
を
容
認
す
る
議
論
を
奉
げ
つ
つ
、
そ
れ
に
反
論
す
る
と
い
う
形
で
自
己
の
論
を
展
開
し
て
い
る
た
め
、
首
時
に
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上
奏
文
は
、

お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
容
認
論
の
論
黙
と
、
そ
れ
に
反
駁
す
る
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
論
の
論
思
と
を
同
時
に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
李
用
清
の

ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
論
と
ア
ヘ
ン
生
産
容
認
論
と
の
論
理
的
な
封
抗
闘
係
を
考
察
す
る
上
で
恰
好
の
史
料
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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ア
ヘ
ン
生
産
と
穀
物
生
産
|
|
「
臣
之
未
解
者
ご
||

李
用
清
は
、

ア
ヘ
ン
生
産
を
擁
護
す
る
議
論
の
第
一
と
し
て
次
の
よ
う
な
議
論
を
紹
介
し
て
い
る
。

議
者
は
、
斡
省
で
は
(
嬰
粟
は
)
多
に
植
え
て
夏
に
仏
収
穫
し
、
牧
穫
後
に
な
お
稲
を
植
え
る
た
め
、
他
省
で
(
嬰
莱
を
〉
栽
種
す
れ
ば
五

穀
は
減
牧
す
る
が
、
た
だ
斡
省
の
み
は
い
さ
さ
か
も
差
し
障
り
な
し
と
し
て
い
る
。
)
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
な
い
し
は
説
明
。
以
下
同

じ。〕

，.... 
r、

す
な
わ
ち
、
温
暖
な
西
南
部
に
位
置
す
る
貴
州
で
は
、
多
作
物
で
あ
る
嬰
粟
は
夏
作
物
で
あ
る
稲
の
生
産
を
妨
げ
る
こ
と
な
く、

は
穀
物
生
産
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

ア
ヘ
ン
生
産

ア
ヘ
ン
の
方
が
高
牧
盆
を
得
ら
れ
た
。
燦
件
の
相
違
に

(

孔

)

四
川
省
で
も
北
方
で
も
ア
ヘ
ン
は
褒
の
二

1
四
倍
の
牧
盆
が
得
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
四
川
省
の
地
方
志
に
は
、
か

(

ロ

)

か
る
高
牧
盆
の
得
ら
れ
る
ア
ヘ
ン
生
産
が
農
民
の
再
生
産
に
い
か
に
不
可
依
の
存
在
と
な
っ
て
い
た
か
を
示
す
記
述
が
頻
見
す
る
。
ま
た
、
山

同
一
面
積
の
土
地
に
ア
ヘ
ン
を
生
産
し
た
場
合
と
、
褒
を
生
産
し
た
場
合
と
で
は
、
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よ
り
差
は
あ
る
に
せ
よ
、

西
巡
撫
張
之
洞
の
光
緒
九
年
一
二
月
(
一
八
八
四
年
一
月
)
の
上
奏
文
に
よ
れ
ば
、
嘗
時
に
お
レ
て
ア
ヘ
ン
生
産
を
禁
止
す
べ
き
で
は
な
い
と
主

張
す
る
論
者
の
ア
ヘ
ン
生
産
擁
護
の
論
理
は
、
ア
ヘ
ン
生
産
を
禁
止
す
れ
ば
農
民
が
抵
抗
し
て
騒
ぎ
を
起
こ
す
、
銭
糧
を
完
納
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
、
農
民
か
ら
ア
ヘ
ン
生
産
の
利
盆
を
奪
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ヘ
ン
生
産
が
農
民
経
鐙
に
禅
盆
し
、

(

日

)

さ
ら
に
は
国
家
の
税
糧
徴
牧
機
能
を
底
漫
に
お
い
て
支
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

ア
ヘ
ン
生
産
の
牧
盆
の
高
さ
は
共
通
で
あ
っ
て
も
、

ア
ヘ
ン
生
産
が
食
料
生
産
に
輿
え
る
影
響
は
、
気
候
が
温
暖
で
あ
り
稲
を
主
作
物
と
す

る
西
南
諸
省
と
、
寒
冷
な
気
候
で
褒
を
主
作
物
と
す
る
西
北
諸
省
と
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
西
北
諸
省
で
は
寒
冷
な
気
候

(

H

)

 

の
た
め
ア
ヘ
ン
の
牧
穫
は
し
ば
し
ば
遅
れ
て
夏
に
至
り
夏
作
物
の
植
え
つ
け
を
妨
げ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
西
北
諸
省
で
は
ア
ヘ
ン
生
産

(
お
)

は
褒
や
野
菜
な
ど
を
豊
富
に
産
出
す
る
は
ず
の
肥
沃
で
濯
概
の
良
い
最
良
の
畑
地
に
の
み
栽
培
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
西
北
諸



省
で
は
ア
ヘ
ン
生
産
に
よ
っ
て
食
料
生
産
が
犠
牲
に
さ
れ
る
程
度
が
大
き
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

西
北
諸
省
は
光
緒
二
年
(
一
八
七
六
)
夏
の
早
魁
に
始
ま
り
光
緒
三
・
四
年
〈
一
八
七
七
・
一
八
七
八
〉
と
績
く
大
飢
鐘
に
見
舞
わ
れ
た
。

飢
鐘
は
甘
粛
、
映
西
、
河
南
、
山
西
、
山
東
、
直
隷
な
ど
贋
大
な
地
域
に
携
が
り
猛
威
を
振
っ
た
。
最
大
の
被
災
地
は
山
西
で
あ
り
、
山
西
で

〈
日
)

は
こ
の
飢
鐘
に
よ
っ
て
全
人
口
の
八

O
%か
ら
九

O
%が
死
滅
し
た
と
い
う
。
山
西
省
の
地
方
官
の
中
で
早
く
か
ら
ア
ヘ
ン
生
産
が
穀
物
生
産

(

口

)

を
損
な
う
こ
と
を
危
慎
し
て
い
た
の
は
巡
撫
沈
桂
芥
(
一
八
六
三
1

六
五
在
任
〉
で
あ
っ
た
。

こ
の

そ
の
他
の
官
僚
た
ち
も
光
緒
三
・
四
年
の
大
飢
謹

(
日
)

に
直
面
す
る
と
一
奉
に
危
機
意
識
を
強
め
て
い
っ
た
。
山
西
巡
撫
飽
源
深
(
一
八
七
一
|
七
六
在
任
)
の
上
奏
文
尋
問
禁
種
嬰
莱
疏
」
(
光
緒
二
年
)

は
、
ア
ヘ
ン
生
産
が
穀
物
生
産
を
妨
害
し
穀
物
の
備
蓄
や
民
食
の
確
保
に
支
障
を
来
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
光
緒
二
年
の
皐
魁
の
影
響
を
危
倶

(
川
口
〉

し
て
い
る
。
山
西
省
は
山
岳
地
帯
に
麗
し
他
省
か
ら
穀
物
を
験
迭
す
る
こ
と
が
大
獲
に
困
難
で
あ

っ
た
と
い
う
。
職
選
が
困
難
な
地
域
に
お
い

て
穀
物
備
蓄
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
民
食
」
は
「
地
利
」
と
「
人
力
」
と
「
天
時
」
と
の

- 69ー

(

初

)

山
西
巡
撫
曾
園
蓋
(
一
八
七
六
|
八
O
在
任
)
の
上
奏
文
「
申
明
栽
種
審
粟
奮
禁
疏
」

れ
た
も
の
で
あ
り
、
飢
謹
の
主
因
を
ア
ヘ
ン
生
産
に
求
め
て
い
る
。
同
文
に
よ
れ
ば
、

三
つ
の
篠
件
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
。
山
西
は
可
耕
地
が
少
な
く
た
だ
で
さ
え
「
地
利
」
に
限
り
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
小
民
は
利
を

五
穀
は
反
劉
に
荒
痔
の
地
に
植
え
る
」
た
め
、
「
地
利
」
は

(
光
緒
四
年
)
は
ま
さ
に
大
飢
僅
に
直
面
し
つ
つ
起
草
さ

獲
る
こ
と
多
い
た
め
に
、
往
々
に
し
て
豊
能
な
水
田
に
あ
ま
ね
く
密
粟
を
う
え
、

窮
し
た
。
ま
た
、

「
人
力
」
も
、
農
夫
の
聞
に
ア
ヘ
ン
吸
飲
が
庚
ま
り
「
惰
農
」
に
化
し
て
い
る
こ
と
と
、
忠
世
粟
の
果
貫
よ
り
ア
ヘ
ン
を
採
取

す
る
時
期
が
ま
さ
に
農
繁
期
と
重
な
る
こ
と
と
に
よ
り
、
お
ろ
そ
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
獣
況
の
も
と
で
は
、
「
天
時
」
が
一
且
不
良
で

ア
ヘ
ン
生
産
を
禁
止
す
る
「
奮
禁
」
を
申
明
す
べ
き
こ

あ
れ
ば
、
大
飢
僅
に
陥
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
曾
園
杢
は
こ
の
よ
う
に
論
を
進
め
て
、

と
を
上
奏
し
て
い
る
。

李
用
清
自
身
も
山
西
大
飢
僅
と
は
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。

彼
が
記
名
御
史
の
任
に
あ
っ
た
光
緒
三
年
、

山
西
巡
撫
曾
園
歪
は
李
用
清
に
賑
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災
事
業
に
協
力
す
る
こ
と
を
求
め
、

李
用
清
は
騒
馬
に
乗
り
従
者
を
一
人
連
れ
て
全
省
を
ま
わ
り

被
害
の
朕
況
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
調
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査
後
、

李
用
清
は
山
西
省
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
の
展
開
こ
そ
が
大
飢
謹
の
主
因
で
あ
る
と
し
、

こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
災
害
の
根
本
原
因
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
た
。

し
か
し
、

曾
園
茎
は
、 ア

ヘ
ン
生
産
を
穀
物
生
産
に
切
り
換
え
る

他
省
で
は
ア
ヘ
ン
生
産
が
禁
止
さ
れ

?_2Iて
ν〉し、

な
し、

の

Il! 
西

お
し、

て
右主
司て

止
す
る
な
ら
t工

人
々
の
怨
み
を
買
う
こ
と
に
な
る
と
し
て

李
用
清
の
提
言
を
採
用
し
な
か
っ
た
と
い

に
再
び
ア
ヘ
ン
生
産
が
廉
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
憂
え
、

ま
た
、
光
緒
七
年
(
一
八
八
ご
に
山
西
巡
撫
に
就
任
し
た
張
之
洞
(
一
八
八
一

l
八
四
在
任
)
は
、

(

幻

〉

「
禁
種
鴬
莱
片
」

災
禍
か
ら
よ
う
や
く
立
ち
直
っ
た
山
西
省

(
光
絡
八
年
)
を
上
奏
し
た
。
張
之
洞
は
現
在
の
山
西
省
の
状
況
で

は
「
丁
戊
」

(
了
丑
と
戊
寅
〉
の
大
飢
僅
と
同
じ
轍
を
踏
む
こ
と
に
な
る
と
警
告
し
つ
つ
、

可
耕
地
の
少
な
い
山
西
省
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
は

不
足
が
ち
の
糧
食
に
深
刻
な
打
撃
を
興
え
る
上
に
、
器
莱
は
地
力
を
奪
う
た
め
数
年
審
粟
を
植
え
る
と
肥
沃
な
土
地
に
も
穀
物
が
育
た
な
く
な

る
、
と
ア
ヘ
ン
生
産
を
巌
禁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
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快
甘
総
督
左
宗
裳
も
ま
た
、
西
北
部
大
飢
僅
に
危
機
一
意
識
を
募
ら
せ
、
光
緒
四
年
七
月
「
甘
粛
禁
種
審
粟
請
勝
査
禁
不
力
及
質
在
出
力
各
員

(
勾
)

分
別
懲
勧
摺
」
を
上
奏
し
、
「
民
食
・
軍
糧
」
の
確
保
の
た
め
に
ア
ヘ
ン
生
産
を
巌
禁
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
以
上
に
紹
介
し
た
ご
と
く
、

曾
園
韮
、
張
之
洞
、
左
宗
裳
な
ど
の
官
僚
た
ち
は
西
北
部
大
飢
僅
を
契
機
と
し
て
、

ア
ヘ
ン
生
産
が
穀
物
生
産
を
損
な
う
こ
と
に
危
機
一
意
識
を

持
つ
よ
う
に
な
り
ア
ヘ
ン
生
産
の
厳
禁
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

一方、

西
南
諸
省
は
気
候
の
温
暖
さ
に
お
い
て
、

ア
ヘ
ン
生
産
と
穀
物
生
産
と
の
雨
立
が
可
能
な
篠
件
を
有
し
て
い
た
。
四
川
省
で
は
、
嬰

(

M

)

 

四
月
末
か
ら
五
月
末
に
か
け
て
牧
穫
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
少
な
く
と
も
時
期
的
に
は
、
夏

粟
は
一
一
月
か
ら
一
月
に
か
け
て
種
を
ま
き
、

作
物
の
生
産
を
妨
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
官
僚
た
ち
は
、

西
北
諸
省
に
封
し
て
は
ア
ヘ
ン
生
産
の
禁
止
を
強
く
主
張

し
て
も
、

西
南
諸
省
の
ア
ヘ
ン
生
産
に
射
し
て
は
黙
認
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

か
か
る
傾
向
に
劃
し
て
李
用
清
は
衣
の
よ
う
に
反

論
し
て
い
る
。

考
え
る
に
、

斡
省
で
は
従
来
、
褒
・
豆
を

一
期
、
稲
を

一
期
牧
穫
し
て
い
た
。
(
中
略
)
璃
片
が
慶
く
植
え
ら
れ
て
よ
り
、
上
流
で
は
褒
の



牧
穫
は
絶
無
と
な
り
、
下
流
で
は
有
る
と
は
い
え
、

二
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
豆
・
褒
の
牧
穫
は
少
な
く
な
り
、

そ
の
た
め
米
の
消
耗

は
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て
い
る
。
「
雨
利
兼
牧
」

(
鴻
片
と
穀
米
と
ふ
た
つ
な
が
ら
枚
盆
が
得
ら
れ
る
)
と
言
う
が
「
本
」
を
は
か
ら
ず
「
末
」

を
整
え
る
(
議
論
)
で
あ
り
、
私
に
は
理
解
で
き
な
い
第
一
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
李
用
清
は
、
器
栗
に
代
替
す
る
褒
・
豆
の
生
産
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
米
へ
の
相
封
的
需
要
が
高
ま
り
、
結
果
と
し
て
米

不
足
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
危
慎
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

西
南
諸
省
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
は
多
作
物
で
あ
る
褒
・
豆
を
犠
牲
に
し
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

ア
ヘ
ン
生
産
が
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
稲
の
生
産
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
四
川
省
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
光
緒
『
郡
都
勝
士
山
』
は
次
の
よ
う
に

〈

お

)

述
べ
て
い
る
。

近
年
、
貧
し
い
民
は
利
を
逐
っ
て
盛
ん
に
密
粟
を
種
え
て
い
る
。
秋
に
種
撤
き
し
春
に
刈
り
取
る
の
で
穀
物
生
産
を
妨
げ
な
い
と
調
う

が
、
地
力
が
流
出
し
、
穀
米
は
良
く
貫
ら
な
い
。
大
き
な
皐
魁
や
水
害
が
無
く
て
も
、
毎
年
不
作
で
あ
る
。

ハ
お
)

李
用
清
に
よ
れ
ば
、
貴
州
は
耕
地
が
少
な
く
、
し
か
も
一
部
地
域
を
除
い
て
荒
蕪
地
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
肥
沃
な
土
地
で
知
ら
れ
て
い
た
四

川
省
で
さ
え
も
、
右
の
史
料
の
如
く
ア
ヘ
ン
生
産
と
穀
米
生
産
と
を
恒
常
的
に
雨
立
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
な
朕
況
で
あ
っ
た
時
、
貴
州
で
は
な

(

幻

)

お
さ
ら
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
八
八
一
年
の
宜
昌
領
事
ス
ペ
ン
ス

(
U
・
8
2
2
)
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
貴
州
の
ア
ヘ
ン
生
産
量

の
推
計
値
は
一

O
、

0
0
0擦
で
あ
り
四
川
の
生
産
量
の
推
計
値
一
七
七
、

0
0
0擦
に
較
べ
て
格
段
に
少
な
い
。
し
か
し
、
一
八
七
二
年
西

南
部
を
放
し
た

M
-
eフ
ラ
ン
シ
ェ
ト
ン
(
玄

-
E
g
n
z
gロ
)
は
、
貴
州
で
は
穀
物
生
産
の
品
跡
地
が
な
い
ほ
ど
に
ア
ヘ
ン
生
産
が
損
大
し
て
い
る

(
お
)

と
報
告
し
て
い
る
。
可
耕
地
の
少
な
い
貴
州
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
は
、
穀
物
生
産
の
徐
地
を
奪
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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貴
州
に
お
け
る
穀
米
不
足
に
は
さ
ら
に
別
の
要
因
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
省
内
に
お
け
る
米
需
要
の
高
ま
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
が

605 

省
外
に
移
出
さ
れ
て
レ
た
の
で
あ
る
。
李
用
清
は
、
衣
章
で
紹
介
す
る
論
に
お
い
て
、
貴
州
の
遵
義
・
大
定
一
帯
で
は
米
が
四
川
に
移
出
さ
れ

て
い
る
た
め
、
「
紳
民
」
が
「
遁
懇
之
議
」
を
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
八
八

0
年
代
に
お
レ
て
貴
州
の
米
が
四
川
に
移
出
さ
れ
て
い
た
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と
い
う
記
述
は
大
饗
に
興
味
深
い
。
清
朝
中
期
に
お
い
て
湖
贋
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
つ
つ
江
市
川
に
大
量
の
米
を
供
給
し
、
時
に
は
南
方
の
一
帽
建

(
m
U
)
 

に
も
米
を
供
給
す
る
「
偉
大
な
穀
倉
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
四
川
省
は
、
ア
ヘ
ン
生
産
の
展
開
に
つ
れ
て
下
流
へ
米
を
移
出
で
き

四
川
省
有
数
の
ア
ヘ
ン
生
産
地
で
あ
っ
た
重
慶

(
刊
叫
)

府
活
州
に
お
け
る
穀
米
不
足
に
つ
い
て
、
民
園
洛
陵
豚
績
修
『
洛
州
志
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

本
州
に
産
す
る
糧
食
は
、
背
は
湖
北
に
販
運
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
嬰
粟
が
遍
く
種
え
ら
れ
て
よ
り
、
米
は
(
州
内
の
〉
需
要
に
も
足
ら

ず
、
か
え
っ
て
櫨
州

・
合
州
に
供
給
を
仰
い
で
い
る
。

な
く
な
っ
た
ば
か
り
か
、
省
内
の
需
要
を
も
満
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
朕
況
に
な
っ
て
い
た
。

一
八
九

0
年
代
の
四
川
省
に
お
け
る
糧
食
不
足
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
米
作
地
帯
で
あ
る
成
都
盆
地
か
ら
ア
ヘ
ン
生
産
の
盛
ん
な
重
慶
府
へ
と
川

〈

幻

)

を
下
る
米
を
奪
う
捨
米
闘
争
や
、
「
吃
大
戸
」
(
富
裕
な
家
に
押
し
入
っ
て
食
料
を
奪
う
こ
と
)
が
頻
繁
に
震
生
し
て
い
る
。
ま
た
、
農
民
の
日
常

(
幻
)

的
な
食
料
も
ア
ヘ
ン
生
産
の
展
開
に
伴
っ
て
穀
物
か
ら
甘
薯
へ
と
轄
換
し
て
い
っ
た
。
か
つ
て
の
穀
倉
地
帯
の
穀
米
不
足
と
レ
う
賦
況
の
も
と

で
、
一
八
八

0
年
代
、
貴
州
の
米
が
四
川
に
流
入
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
穀
米
が
不
足
し
て
レ
た
貴
州
か
ら
な
ぜ
穀
米
が
流
出
し
た

(

お

)

か
。
ア
へ
ン
の
省
外
移
出
に
依
援
す
る
四
川
の
経
済
力
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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ア
ヘ
ン
生
産
と
交
易
|
|
「
臣
之
未
解
者
二
」
|
|

が一J

用
清
に
よ
れ
ば
ア
ヘ
ン
生
産
を
擁
護
す
る
議
論
の
第
二
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

産
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、

議
者
は
、
勲
省
は
四
方
山
に
固
ま
れ
舟
車
も
通
ら
ず
、
従
来
農
民
は
穀
物
に
徐
分
が
あ
っ
て
も
運
び
出
す
術
が
無
か
っ
た
が
、
務
片
を
生

(鴻
片
は
)
軽
い
一
商
品
で
あ
る
た
め
交
易
に
便
と
な
り
、
地
域
経
済
が
〈
以
前
に
)
比
較
し
て
活
滋
に
な

っ
た
と
し
て
い
る
。

流
通
経
路
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
山
岳
地
幣
貴
州
に
お
い
て
は
、
軽
く
て
債
値
が
あ
り
交
易
に
便
利
な
ア
ヘ
ン
は
地
域
経
済
の
活
滋
化
を
も
た

ら
し
た
と
す
る
議
論
で
あ
る
。
ア
ヘ
ン
が
姿
に
比
較
し
て
高
く
買
れ
る
商
品
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
換
金
作
物
と
し
て
の
ア
ヘ
ン



の
有
利
さ
は
、
穀
物
よ
り
も
牧
盆
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
軽
量
で
債
値
が
あ
る
た
め
に
流
通
が
極
め
て
容
易
で
あ
っ
た
こ
と

に
も
大
き
く
依
接
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

流
通
が
容
易
で
あ
っ
た
ア
ヘ
ン
は
、
有
利
な
換
金
作
物
と
し
て
農
民
経
営
を
支
え
、
同
時
に
、
地
域
市
場
の
活
溌
化
、

さ
ら
に
は
地
域
開
流

通
の
活
躍
化
に
も
役
立
っ
て
い
た
。
西
南
地
域
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
の
流
通
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
よ
う
。
宜
昌
領
事
ス
ペ
ン
ス
は
一
八
八
一
年

報
告
に
お
い
て
、
一
年
に
二
一
三
、

0
0
0携
の
四
川
ア
ヘ
ン
が
移
出
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
揚
子
江
下
流
へ
と
運
ば
れ
る

の
は
一

O
O、
0
0
0携
前
後
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

(
叫
)

と
し
て
い
る
。
ま
た
、

ス
ペ
ン
ス
は
、
こ
の
大
量
の
ア
ヘ
ン
が
舟
で
は
な
く
陸
路
で
沙
市
ま
で
運
ば
れ
る

四
川
ア
ヘ
ン
は
沙
市
ま
で
は
水
路
と
陸
路
と
の
南
方
で
運
ば
れ
、
沙

市
か
ら
漢
口
ま
で
は
長
江
を
逼
っ
て
、
漢
口
・
上
海
聞
は
再
び
陸
路
を
通
っ
て
運
ば
れ
た
と
い
う
。
貴
州
産
ア
ヘ
ン
は
、
湖
南
省
の
洪
江
蘇
が

(

お

〉

取
引
の
中
心
地
で
あ
り
、
洞
庭
湖
を
通
っ
て
漢
口
に
毎
年
一

0
0
1
二
O
O措
入
っ
て
来
て
い
た
と
い
う
。

陸
路
を
通
る
ア
ヘ
ン
は
す
べ
て
人
力
に
よ
っ
た
。
ス
ペ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
三
峡
を
遡
る
舟
の
舟
曳
き
人
夫
は
、
四
川
か
ら
の
下
り
の
舟
に
は

人
手
が
不
要
で
あ
る
た
め
開
途
は
ア
ヘ
ン
運
び
の
仕
事
を
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
ら
は
浩
州
か
ら
沙
市
ま
で
徒
歩
で
一

0
0
0オ

(

お

〉

ン
ス
(
六
二
・
五
斤
、
約
三
分
の
二
携
)
の
ア
ヘ
ン
を
叛
運
し
、
そ
の
仕
事
に
射
し
て
七
二

O
O文
の
賃
金
を
受
け
取
っ
た
。
漢
口
か
ら
上
海
ま
で

(
幻
〉

の
陸
路
は
一
人
の
人
夫
が
七

O
斤
背
負
い
、
一

O
、

0
0
0文
の
賃
金
で
あ
っ
た
。
人
力
に
よ
る
販
運
は
船
に
よ
る
販
運
に
較
べ
て
コ
ス
ト
が

(

お

〉

口
岸
や
麓
よ
卜
を
巧
み
に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ア
ヘ
ン
の
軽
量
さ
こ
そ
が
、
か
か
る
人
力
に
よ
る
販
運
を
経
済
的
に
成
立
せ
し

一
八
八
七
年
の
漢
口
税
務
司
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

- 73ー

か
か
る
が
、

め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
で
西
南
部
の
ア
へ
ン
は
全
園
に
運
ば
れ
て
い
た
。

漢
口
税
務
司
の
報
告
(
一
八
八
七
)
に
よ
れ
ば
、
四
川
と
雲
南

の
ア
ヘ
ン
の
か
な
り
の
部
分
が
通
貨
の
代
わ
り
と
し
て
放
行
者
に
よ
っ
て
運
ば
れ
、
曾
試
を
受
験
す
る
た
め
に
上
京
す
る
翠
生
は
必
要
経
費
を

(
ぬ
)

す
べ
て
ア
ヘ
ン
と
い
う
形
態
で
携
帯
し
た
と
い
う
。

607 

一
八
九
八
年
の
ブ
l
ル
ネ
(
司
・

ω・
〉
・
回
。
民
口
。
)
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

(

紛

)

人
は
四
川
ア
へ
ン
を
携
え
て
湖
北
ま
で
歩
き
、
棉
花
と
交
換
し
て
掃
る
と
い
う
交
易
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
営
時
、
忠
州
は
四
川
有
数
の
ア
へ

四
川
省
忠
州
の
村
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ン
生
産
地
で
あ
っ
た
。

ア
ヘ
ン
は
こ
の
よ
う
な
多
様
な
形
態
で
の
交
易
が
可
能
で
あ
る
黙
に
お
い
て
、

西
南
部
の
地
域
経
済
活
設
化
に
大
き
く

貢
献
し
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
李
用
清
は
中
園
ア
ヘ
ン
に
よ
る
地
域
経
済
の
活
滋
化
に
劃
し
て
次
の
よ
う
な
危
倶
を
表
明
し
て
い
る
。

考
え
る
に

払一
川省
は
土
地
が
痩
せ
民
は
貧
し
い
と
は
い
え

従
来
は
寂
(
豆
類
)
粟
(
穀
類
)
は
水
火
の
如
く
あ
っ
た
。

史
加
で
調
べ
て

一
地
方
の
水
干
害
の
た
め
に
天
子
の
御
心
を
な
や
ま
す
も
の
は
ほ
と
ん
と
な
か
っ
た
。
近
年
は
少
し
で
も
水
害

・
干
害
の
恐
れ
が
あ

る
と
、
た
ち
ま
ち
米
債
は
騰
貴
す
る
。
私
が
前
年
、
貴
西
道
の
任
に
あ
っ
た
時
、
米
債
は
高
く
、
附
郭
の
畢
節
豚
に
義
倉
米
を
牧
買
す
る

よ
う
催
促
し
た
が
、
年
末
に
倉
に
入
れ
た
貫
数
の
報
告
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
僅
か
に
倉
斗
二
千
石
あ
ま
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

も現
在
す
で
に
地
方
官
は
こ
れ
を
用
い
て
卒
耀
し
て
い
る
。
普
安
、
興
義
は
、
米
債
が
高
い
こ
と
が
た
び
た
び
公
臆
に
表
さ
れ
て
い
る
。
遵

義
、
大
定
の
一
帯
で
は
、
米
が
大
量
に
四
川
に
流
入
し
て
い
る
た
め
、
紳
民
は
「
逼
縫
の
議
」
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
す
で
に
大
飢
僅
の

数
年
前
の
山
西
と
同
じ
朕
況
で
あ
る
。
下
流
の
繋
卒
、
都
勾
一
帯
で
は
鴻
片
は
ま
だ
少
な
く
米
債
は
卒
常
で
あ
る
が
、
上
流
で
は
豊
年
で

も
下
流
よ
り
高
い
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
も
し
水
害
や
干
害
が
有
れ
ば
、
舟
車
の
逼
ら
な
い
地
に
、
他
省
よ
り
穀
物
を
運
び
入
れ
救
済
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
以
前
の
(
地
域
経
済
の
)
不
活
滋
は
、
貴
州
に
お
い
て
は
安
嘗
で
あ
っ
た
。
近
日
の
い
わ
ゆ
る
(
地
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域
経
済
の
)
活
設
は
「
富
相
」
で
は
な
く
て
「
耗
栢
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

(
民
を
〉
治
め
る
術
を
追
求
す
る
者
の
深
く
忌
む
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
れ
を
民
を
足
ら
し
め
る
妙
術
と
す
る
と
は
、
私
に
は
理
解
で
き
な
い
第
二
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
李
用
清
は
現
買
に
貴
州
に
横
が
っ
て
い
る
米
不
足
、
米
債
騰
貴
を
指
摘
し
飢
鐘
の
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
を
危
倶
し
て
い
る
。
彼

に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
危
険
を
字
ん
で
い
る
活
湿
な
地
方
交
易
は
、

「富
相
」
で
は
な
く
「
耗
相
」
な
の
で
あ

っ
た
。

ア
ヘ
ン
生
産
と
ア
ヘ
ン
吸
飲
|
|
「
臣
之
未
解
者
三
」

ll1

つ
ぎ
に
李
用
清
は
衣
の
よ
う
な
議
論
を
紹
介
し
て
い
る
。



議
者
は
、
人
々
が
(
ア
ヘ
ン
を
〉
吸
飲
す
る
こ
と
を
禁
止
で
き
な
い
以
上
、

(
嬰
粟
を
)
植
え
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か

と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
封
し
て
は
、
李
用
清
は
女
の
よ
う
に
反
論
を
展
開
し
て
い
る
。

(
貴
州
の
吸
飲
者
に
〉
こ
こ
ろ
み
に
外
洋
の
鴻
片
に
つ
い
て
聞
い
て
み
る
な
ら
ば
、
必
ず
、

ぅ
。
吸
飲
者
が
多
い
の
は
(
嬰
粟
を
)
栽
培
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
農
夫
が
吸
飲
者
に
な
る
の
は
栽
培
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ね
づ
ね
見
た
こ
と
も
な
い
と
い
う
で
あ
ろ密

莱
を
)
植
え
る
以
前
は
、
農
夫
は
務
片
を
購
買
す
る
蝕
分
の
金
な
ど
な
く
、
ま
た
、
鴻
片
を
吸
飲
す
る
徐
暇
も
な
か
っ
た
。

植
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
販
運
に
便
利
な
た
め
城
市
に
行
き
来
す
る
よ
う
に
な
り
、
上
農
は
下
農
と
な
り
、
下
農
は
惰
農
と
な
っ
て

(
器
粟
を
)

し
ま
っ
た
。
山
西
・
快
西
南
省
で
は
こ
の
た
め
に
大
惨
事
を
醸
成
し
た
。
農
を
損
な
う
こ
と
は
本
を
傷
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
嘗
然
の
結
果

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
設
を
な
す
も
の
は
、
村
里
の
朕
況
に
つ
い
て
深
く
考
え
た
こ
と
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
私
に
は
理
解
で
き
な
い

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
中
園
圏
内
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
の
展
開
こ
そ
が
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
を
増
大
さ
せ
、

ま
た
、

ア
ヘ
ン
吸
飲
が
農
民
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第
三
で
あ
る
。

を
怠
惰
に
追
い
込
ん
で
い
る
と
い
う
認
識
は

一
章
で
紹
介
し
た
張
之
洞
の
光
緒
八
年
(
一
八
八
二
)
「
禁
種
鷺
粟
片
」
に
も
見
ら
れ
る
。
張
之

洞
は
山
西
の
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
は
農
村
部
で
も
十
の
六
、
城
市
部
で
は
十
の
八
に
も
な
り
、
頚
鹿
と
怠
惰
が
人
々
に
擦
が
っ
て
い
る
と
し
、
こ
の

〈

H
U
)

よ
う
な
吸
飲
者
の
増
大
は
ア
ヘ
ン
生
産
の
増
大
に
起
因
す
る
と
し
た
。
園
民
の
聞
に
非
生
産
的
消
費
と
人
的
資
源
の
治
耗
と
を
も
た
ら
し
て
い

る
ア
ヘ
ン
吸
飲
の
増
大
が
内
地
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
に
起
因
す
る
と
い
う
認
識
は
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、

(
必
)

舎
問
題
の
深
刻
化
の
一
因
を
中
園
自
身
に
求
め
る
認
識
に
つ
な
が
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

ア
ヘ
ン
吸
飲
と
い
う
祉

四

ア
ヘ
ン
生
産
と
「
漏
尼
」

609 

最
後
に
李
用
清
は

「
漏
庖
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
燭
れ
る
。
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議
者
は
内
地
に
て
嬰
粟
栽
培
を
禁
止
す
れ
ば
す
な
わ
ち
外
洋
の
務
片
の
買
れ
行
き
が
ま
す
ま
す
多
く
な
る
と
し
て
い
る
。

外
園
ア
ヘ
ン
の
稔
入
に
伴
う
「
漏
厄
」
(
銀
の
流
出
)
を
回
止
す
る
た
め
、
職
入
代
替
物
中
園
ア
ヘ
ン
を
奨
勘
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
外
園
ア
ヘ
ン

を
中
園
市
場
か
ら
騎
逐
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
、

(

必

)

れ
た
。
ア
ヘ
ン
貿
易
合
法
化
以
後
に
お
い
て
、
許
乃
済
の
か
か
る
議
論
は
再
び
影
響
力
を
強
め
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
八
三

0
年
代
に
許
乃
済
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
が
、
批
剣
を
受
け
て
一
旦
退
け
ら

李
鴻
-
一
章
は
同
治
二
二
年
(
一
八
七
四
〉

一
一
月
に
上
奏
し
た

「繁
議
海
防
摺
」

に
お
い
て

海
防
策
の
賀
行
に
必
要
な
資
金
調
達
方
法
の

一

っ
と
し
て
、
園
内
に
お
け
る
ア
へ
ン
生
産
を
解
禁
し
て
園
産
品
で
も
っ
て
外
園
ア
ヘ
ン
に
代
替
せ
し
め
る
と
同
時
に
、
外
園
ア
ヘ
ン
に
高
額
の

(
μ
叫

)

開
税
や
麓
金
を
課
し
て
税
牧
を
増
や
す
と
い
う
提
案
を
し
て
い
る
。
彼
は
、
松
田
時
に
あ
っ
て
有
力
官
僚
が
雲
南
、
貴
州
、
四
川
、
陳
西
な
ど
の

各
省
に
お
け
る
嬰
莱
栽
培
の
禁
止
を
上
申
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
禁
止
は
外
園
の
利
盆
に
役
立
つ
だ
け
で
あ
る
と
し
た
。
績
け
て
、
彼
は

〈

必

〉

中
園
ア
ヘ
ン
は
外
園
ア
ヘ
ン
ほ
ど
有
毒
で
は
な
い
と
し
、
次
の
よ
う
な
策
を
提
案
し
て
い
る
。

現
在
採
る
べ
き
方
策
を
考
え
る
に
、
暫
く
各
省
に
お
け
る
嬰
莱
(
栽
培
)
の
禁
止
令
を
弛
め
、
洋
菓
(
外
園
ア
ヘ
ン
〉
の
税
麓
を
重
く
す
べ
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(
こ
の
よ
う
に
し
て
)
洋
繋
(
を
買
る
こ
と
)
が
利
盆
の
無
い
も
の
と
な
り
自
然
に
轍
入
が
と
ま
っ
て
の
ち
に
、
規
則
を
定

め
て
巌
し
く
〈
ア
ヘ
ン
吸
飲
を
〉
制
限
し
、
吸
飲
者
を
次
第
に
な
く
し
徐
々
に
絶
つ
。
(
こ
う
す
れ
ば
〉
民
財
が
外
に
失
わ
れ
て
い
る
根

源
を
社
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
園
家
の
財
政
牧
入
も
次
第
に
増
加
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
雨
得
で
あ
る
。

き
で
あ
る
。

さ
ら
に
李
鴻
-4一
阜
は
外
国
ア
ヘ
ン
の
職
入
関
税
は
一
捨
三

O
雨
と
燦
約
で
決
め
ら
れ
て
い
る
が
、
産
金
は
各
省
で
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
と
し
、
麓
金

の
額
を
重
く
し
、

し
か
も
課
税
額
を
全
園
的
に
統
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
脱
税
を
ふ
せ
ぎ
、
海
防
経
費
に
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
提
案
し

--
o
 

J
'れ

こ
の
李
鴻
章
の
提
案
に
劃
し
て
朝
廷
が
ど
の
よ
う
に
封
臆
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
李
鴻
一
章
の
議
論
は
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
よ
う

で
あ
る
。
例
え
ば
光
緒
三
年
(
一
八
七
七
)
江
西
巡
撫
劉
乗
車
は
駐
英
公
使
郭
嵩
熊
の
中
園
圏
内
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
吸
飲
と
ア
ヘ
ン
生
産
と
を
禁

(

必

)

(

円

引

)

止
す
べ
し
と
い
う
上
奏
に
反
論
し
て
衣
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



四
川
や
雲
南
等
の
省
で
は
署
粟
が
多
く
植
え
ら
れ
て
い
る
と
聞
く
が
、
こ
れ
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
議
論
は
、
論
と
し
て
は
正
大
で
あ
る

が
、
朕
況
か
ら
考
え
る
と
に
わ
か
に
は
賞
行
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

(
中
略
)
洋
土
(
外
園
ア
ヘ
ン
)
を
禁
ぜ
ず
し
て
、
華
土
(
中
園
ア

ヘ
ン
〉
を
禁
ず
る
な
ら
ば
、

中
園
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
を
騒
り
立
て
て
こ
と
ご
と
く
洋
土
を
吸
飲
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、

英
園
が
利

盆
を
濁
占
す
る
こ
と
に
な
る
:
:
。

ま
た
、
光
緒
五
年
(
一
八
七
九
)
編
修
高
官
同
鵬
は
快
甘
総
督
左
宗
裳
が
険
西
・
甘
粛
で
賀
行
し
て
い
る
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
策
に
異
議
を
唱
え
て
衣

(
必
)

の
よ
う
に
主
張
し
た
。

洋
煙
(
外
園
ア
ヘ
ン
〉
の
中
園
へ
の
流
入
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
い
る
銀
額
は
大
き
い
。
洋
煙
の
流
入
を
禁
止
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

中
園
で
の
響
莱
栽
培
を
禁
止
す
れ
ば
、

ア
ヘ
ン
版
買
の
利
盆
は
も
っ
ぱ
ら
洋
人
に
聞
し
て
し
ま
い
、

「
漏
厄
」
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
で

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、

こ
の
蛍
時
の
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
論
は
、

ア
ヘ
ン
生
産
を
解
禁
し
て
外
闘
ア
ヘ
ン
の
稔
入
(
「
漏
后
」
)
を
塞
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
い
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う
議
論
か
ら
の
挑
戦
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

論
調
の
踊
変
化
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
醇
一
帽
成
は
、
同
治
六
年
三
八
六
七
〉
起
草
の

銀
の
流
出
を
阻
止
す
る
た
め
に
稔
入
代
替
物
を
生
産
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
の
影
響
力
の
大
き
さ
は
醇
一
踊
成
の
ア
ヘ
ン
問
題
に
劃
す
る

(
約
)

「
答
友
人
論
禁
洋
煙
室百
」

に
お
い
て
、

外
園
ア
ヘ
ン

光
緒
一
七
年
(
一
八
九
一
)
の
時
黙
に
同
文
に
附
し
た
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
、

ハ
印
)

産
禁
止
策
に
劃
し
て
次
の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
。

の
験
入
に
よ
る
莫
大
な
「
漏
厄
」
を
塞
ぐ
策
と
し
て
中
園
み
.
す
か
ら
が
ア
ヘ
ン
生
産
を
禁
止
す
る
と
同
時
に
人
々
の
ア
ヘ
ン
へ
の
噌
好
を
絶
つ

こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、

左
宗
裳
の
ア
ヘ
ン
生

し
か
し
、

(
ア
ヘ
ン
禁
止
の
)
本
源
は
な
に
よ
り
も
人
々
の
(
ア
ヘ
ン
へ
の
)
晴
好
を
絶
つ
こ
と
に
あ
る
。

ア
ヘ
ン
を
曙
好
す
る
人
が
無

く
な
れ
ば
、

禁
じ
な
く
と
も
民
は

(
嬰
粟
を
〉
植
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し

人
々
の
ア
ヘ
ン
へ
の
噌
好
を
禁
ず
る
見
込
み
が
な
い
の

611 

に
、
先
ず
、
器
莱
を
植
え
る
こ
と
を
禁
ず
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
洋
薬
(
外
園
ア
ヘ
ン
)
の
ハ
貰
れ
行
き
を
良
く
す
る
)
た
め
に
(
中
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園
ア
ヘ
ン
を
〉
駆
逐
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
は
、
暫
く
(
嬰
莱
栽
培
の
〉
禁
を
弛
め
て
、
財
が
外
に
も
れ
て
い
か
な
い
よ
う
に

す
る
方
が
良
い
。

醇
一
隅
成
は
、
園
民
の
ア
ヘ
ン
へ
の
晴
好
を
絶
つ
こ
と
が
根
源
的
な
解
決
方
法
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
ち
績
け
て
は
い
る
が
、
嘗
面
の
策
と
し

て
は
、
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
策
よ
り
も
中
園
ア
ヘ
ン
の
生
産
を
解
禁
し
て
「
漏
尼
」
を
'
塞
ぐ
と
い
う
策
を
よ
り
安
嘗
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。

(

日

)

恐
ら
く
、
成
人
男
子
の
字
数
近
く
が
吸
飲
者
で
あ
る
と
い
う
営
時
の
献
況
の
も
と
で
ア
ヘ
ン
へ
の
曙
好
を
絶
つ
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可

能
に
近
い
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う。

鄭
観
躍
も
ま
た
『
盛
世
危
言
』

(
光
絡
一
一
一
年
〔
一
八
九
五
〕
排
印
〉
に
お
い
て
、

ア
ヘ
ン
問
題
に
劃
す
る
上
策
は
「
洋
薬

・
土
薬
を
巨
別
せ

ず
、
期
限
を
定
め
て
一
律
に
禁
止
を
申
し
わ
た
し
、
中
央
・
地
方
の
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
を
重
刑
に
慮
す
」
こ
と
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
中
策
と

し
て
「
康
く
土
繋
を
種
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
洋
繋
が
入
っ
て
く
る
の
を
止
め
、
嘗
面
漏
尼
が
塞
が
れ
て
か
ら
お
も
む
ろ
に
巌
禁
す
る
」
と
い
う

(

回

)

方
策
を
翠
げ
て
い
る
。
か
か
る
認
識
が
贋
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
認
識
に
劃
し
て
、
李
用
済
は
ど
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
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考
え
る
に
、
内
地
で
の
鳩
片
生
産
は
、
戚
豊
中
葉
に
お
け
る
「
洋
薬
楚
税
」
の
徴
牧
よ
り
盛
ん
に
な
っ
た
。
わ
た
し
は
我
が
皇
帝
陛
下
が

沿
海
の
各
聞
に
敷
令
を
下
し
て
、
威
盟
中
葉
以
後
で
は
、
以
前
と
比
較
し
て
ア
ヘ
ン
の
職
入
量
の
ど
ち
ら
が
多
い
か
、
は
っ
き
り
と
調
査

な
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。
な
ぜ
な
ら
、
(
威
豊
中
葉
以
後
に
お
い
て
も
)
外
洋
の
ア
ヘ
ン
の
内
地
で
の
貰
れ
行
き
は
少
し
も
減
少
す
る
こ

い
た
ず
ら
に
内
地
の
癒
民
が
次
第
に
増
え
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
中
園
が
洋
米
を
採
買
す
る
こ
と

と
な
く
、

は
、
一
晒
建
や
贋
東
に
始
ま
っ
た
が
、
近
年
で
は
北
洋
の
各
省
も
ま
た
(
洋
米
に
よ
っ
て
糧
食
不
足
を
)
補
う
よ
う
に
な
っ
て
レ
る
。
私
は

(
回
)

以
前
に
康
東
に
勤
務
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
贋
東
・
贋
西
の
米
慣
が
内
地
に
お
け
る
(
米
作
の
〉
豊
敢
に
左
右
さ
れ
ず
、
洋
米
の

聡
入
の
多
い
か
少
な
い
か
に
よ
っ
て
上
下
す
る
こ
と
を
良
く
知
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
決
し
て
好
ま
し
い
傾
向
で
は
な
い
。
こ
の
故
を
尋
ね

て
み
る
と
、

内
地
の
穀
米
が
日
毎
に
不
足
し
て
い
っ
て
い
る
た
め
に
、

洋
米
の
貰
れ
行
き
が
日
毎
に
多
く
な
っ
て
レ
る
の
で
あ
る
。

も



し

一
日
一
、
海
上
で
事
件
で
も
起
こ
り
(
洋
米
の
)
轍
入
ル
l
ト
が
塞
が
れ
た
な
ら
ば
、
一
幅
建
・
贋
東
の
南
省
は
直
ち
に
危
険
な
朕
況
に

な
る
で
あ
ろ
う。

こ
の
よ
う
に
、
鳴
片
(
職
入
〉
に
よ
る
漏
庖
が
い
ま
だ
塞
が
れ
な
い
ま
ま
に
、
洋
米
〈
の
轍
入
)
に
よ
る
漏
庖
が
加
わ

そ
の
病
源
は
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
私
が
久
し
く
考
え
を
め
ぐ
ら
し
貴
州
の
た
め
だ
け
で
は

っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
は
関
わ
り
あ
い
、

な
く
憂
慮
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
李
用
清
は

「
漏
尼
」
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
と
し
て
ア

ヘ
ン
生
産
を
容
認
す
る
議
論
に
劃
し
て
二
黙
に
お
い
て
反
論
し
て
い
る
。

ア
ヘ
ン
吸
飲
者
を
増
加
さ
せ
た

第
一
に
、
中
国
圏
内
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
の
展
開
は
、
外
園
ア
ヘ
ン
の
犠
入
量
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

だ
け
で
あ
る
。
彼
の
判
断
は
、
中
園
圏
内
に
お
い
て
ア
ヘ
ン
生
産
が
盛
ん
に
な
っ
た
威
豊
中
葉
以
降
と
、
ア
ヘ
ン
生
産
が
ま
だ
盛
ん
で
は
な
い

そ
れ
以
前
と
を
較
べ
て
、
外
園
ア
ヘ
ン
犠
入
量
に
襲
化
が
な
い
と
い
う
事
買
に
依
援
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
表
1
に
見
る
よ
う
に
、
外
園
ア

ヘ
ン
稔
入
量
は
一
八
五
四
年
(
威
盟
四
年
)
を
頂
貼
と
し
て
停
滞
傾
向
に
轄
じ
て
は
い
る
が
、
減
少
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
一

〈

臼

)

八
八

0
年
代
末
に
至
る
ま
で
績
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
中
園
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
量
は
、
こ
の
時

期
急
激
に
増
加
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
張
之
洞
も
前
述
の
如
く
ア
ヘ
ン
生
産
の
展
開
と
吸
飲
者

613 

インドアヘンの中園輸入量

(1829-1869) 

表 1

16.877箱(一箱は約一措)

20.619箱

52.925箱

78.354箱

76.833箱

75.458箱

1829-30 

1839-40 

1849-50 

1854-55 

1865-66 

1868-69 

B. P. P.， Report on the Trade 01 Canton 
for the year 1869. 
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の
増
加
と
を
結
び
つ
け
る
観
貼
を
示
し
て
い
た
が
、
李
用
清
は
剣
断
の
根
援
を
一
示
し
つ
つ
論
ず
る
こ

と
に
よ
っ
て
説
得
力
の
あ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

李
用
清
の
反
論
の
第
二
の
論
黙
は
、
圏
内
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
の
展
開
に
よ
っ
て
穀
物
生
産
が

減
少
し
、
「
洋
米
」
の
轍
入
が
増
大
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
帽
建
、
贋
東
な
ど
の
南
部
地
方
は
、

人
口
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
水
田
は
少
な
い
た
め
、
他
省
か
ら
の
供
給
を
受
け
る
以
外
に
、
早
く

か
ら
米
を
稔
入
し
て
い
た
。
三
木
聴
氏
に
よ
れ
ば
、
早
く
も
薙
正
、
乾
隆
年
聞
に
、
一
幅
建
に
は
シ
ャ

(
臼
)

ム
や
ル
ソ
ン
を
中
心
と
す
る
東
南
ア
ジ
ア
の
米
が
職
入
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
李
用
清
に
よ
れ
ば
、

清
末
に
至
っ
て
、
南
部
諸
地
方
が
洋
米
の
職
入
を
必
要
と
す
る
度
合
は
一
層
強
ま
り
、

「
北
洋
の
各
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省
」
も
、
洋
米
の
供
給
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
洋
米
の
稔
入
増
加
は
内
地
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
と
関
係
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
清
朝
中
期
に
お
い
て

「偉
大
な
穀
倉
」
と
し
て
江
析
や
一
踊
建
に
米
を
供
給
し
て
い
た
四
川
省
が
、

ン
生
産
の
展
開
を
契
機
と
し
て
穀
物
を
自
給
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
中
圏
全
睡
に
お
け
る
米
の
供
給
に
大
き
な
獲
化
を
も
た
ら
し
た
と
考

ア
ヘ

え
ら
れ
る
。

以
上
の
如
く
、
李
用
清
は
内
地
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
が
必
ず
し
も
「
漏
厄
」
を
塞
い
で
は
お
ら
ず
む
し
ろ
「
漏
厄
」
を
加
え
て
さ
え
い
る

と
、
き
わ
め
て
説
得
的
に
主
張
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
「
漏
厄
」
と
は
何
か
。

一
八
三

0
年
代
、
清
朝
官
僚
た
ち
は
ア
ヘ
ン
の
密
貿
易
の
念
場

に
伴
う

「
銀
の
流
出
」
に
深
刻
な
危
機
感
を
抱
き
、

そ
れ
を
「
漏
尼
」
、
「
漏
銀
」
な
ど
と
表
現
し
た
。
そ
の
際
、
中
園
の
官
僚
た
ち
は
、
外
固

か
ら
の
ア
ヘ
ン
密
職
入
額
を
、
中
園
が
外
固
に
買
っ
て
い
る
生
糸
や
茶
の
験
出
額
に
よ
っ
て
補
填
す
る
こ
と
な
く
た
だ
ち
に
「
銀
の
流
出
」
と

(
日
山
)

み
な
し
て
い
た
。
李
用
清
も
外
園
ア
ヘ
ン
の
総
入
、
洋
米
の
稔
入
を
た
だ
ち
に

「漏
庖
」
と
み
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
稔
入
と
い
う
行
震
は
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た
だ
ち
に
「
銀
の
流
出
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

稔
入
は
「
銀
の
流
出
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
外
園
ア
ヘ
ン
稔
入
に
代
替
す
べ
き
圏
内
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
を
誘
引
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
轍
入
代
替
商
品
ア
ヘ
ン
の
生
産
は
、
四
川
、
雲
南
な
ど
の
ア
ヘ
ン
生
産
地
に
ア
ヘ
ン
の
他
省
へ
の
移
出
に
よ
る
富
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は

(

貯

)

確
か
で
あ
ろ
う
。
四
川
は
ア
ヘ
ン
の
移
出
に
よ
っ
て
外
園
商
品
に
劃
す
る
盟
か
な
購
買
力
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、

民
衆
を
消
費
者
と
し
て
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
中
圏
全
瞳
と
し
て
見
れ
ば
、

ア
ヘ
ン
生
産
が
中
園
の

ア
ヘ
ン
生
産
の
展
開
は
非
生
産
的
消
費
の
増
大
と
人
々

の
精
神
的

・
肉
瞳
的
力
の
消
耗
、
す
な
わ
ち
中
園
吐
舎
内
部
に
お
け
る
富
の
浪
費
に
結
果
し
た
と
思
わ
れ
る
。
李
鴻
章
は
、
人
々
が
中
園
ア
へ

ン
を
買
う
の
で
あ
れ
ば
「
財
」
は
圏
外
に
流
出
せ
ず
圏
内
に
と
ど
ま
る
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
た
が
、

中
園
ア
ヘ
ン
購
入
の
た
め
に
使
わ

れ
る
資
金
、

ア
ヘ
ン
吸
飲
に
要
す
る
時
開
、

ア
ヘ
ン
吸
飲
の
精
神
的

・
肉
瞳
的
影
響
、

い
ず
れ
も
が
圏
内
に
お
け
る

「
財
」
の
消
耗
に
結
び
つ

く
黙
を
腫
現
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
貼
に
関
連
し
て
、

『
ノ

l
ス
・
チ
ャ
イ
ナ

・
ヘ
ラ
ル
ド
』

一
八
九

O
年
三
月
二
八
日
続

t土

「
ア
ヘ
ン
は
南
中
園
か
ら
銀
を
流
出
さ
せ
て
い
る
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事
の
結
論
部
分
に
お
い
て
、

「
ア
ヘ
ン
に
よ
る
南
中
園
か
ら
の



銀
の
流
出
を
回
止
す
る
員
の
政
策
は
、
中
園
に
お
け
る
生
産
を
増
大
さ
せ
て
こ
の
蹴
薬
へ
の
需
要
を
満
た
す
こ
と
で
は
な
く
、

(
同
叫
〉

反
桝
到
す
る
宣
停
活
動
を
強
め
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

ア
ヘ
ン
吸
飲
に

李
用
清
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
圏
内
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
の
展
開
が
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
を
増
大
さ
せ
た
と
い
う
重
要
な
貌
黙
を
有
し
な

が
ら
、
犠
入
こ
そ
が
「
漏
庖
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
お
い
て
は
、

ア
ヘ
ン
生
産
容
認
論
と
共
通
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

ア
ヘ
ン
生
産
の
展

聞
は
「
漏
后
」
を
塞
い
で
い
な
い
と
反
論
す
る
こ
と
は
出
来
て
も
、
中
園
ア
ヘ
ン
に
依
援
す
る
ア
へ
γ
吸
飲
の
蹟
大
が
圏
内
に
お
い
て
「
財
」

を
消
耗
さ
せ
て
い
る
事
責
に
つ
い
て
は
、
議
論
を
進
め
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
限
界
を
持
つ
に
せ
よ
、
李
用
清
が
「
漏
庖
」
を
塞
ぐ
た
め
に

は
ア
ヘ
ン
生
産
も
止
む
を
得
な
い
と
す
る
嘗
時
の
主
流
的
見
解
に
封
し
、
論
擦
を
奉
げ
つ
つ
反
論
し
た
意
義
は
大
慶
に
大
き
い
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

す
な
わ
ち
、

主
に
穀
物
生
産
を
損
な
う
と
い
う

以
上
に
検
討
し
た
よ
う
な
ア
ヘ
ン
生
産
に
劃
す
る
二
つ
の
封
抗
す
る
潮
流
、

理
由
か
ら
禁
止
を
主
張
す
る
潮
流
と
、
「
漏
庖
」
を
塞
ぐ
た
め
に
は
蛍
面
ア
ヘ
ン
生
産
を
奨
闘
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
潮
流
と
が
針
抗
す
る
中

で
、
清
朝
政
府
は
ど
の
よ
う
な
政
策
を
選
揮
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
清
朝
政
府
は
、
ア
ヘ
ン
生
産
は
穀
物
生
産
を
損
な
う
と
い
う
「
農
本

主
義
」
的
停
統
に
立
つ
禁
止
論
の
存
在
に
配
慮
し
つ
つ
、
理
念
と
し
て
の
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
を
保
つ
と
同
時
に
、
「
漏
庖
」
を
塞
ぐ
た
め
に
は

ア
ヘ
ン
生
産
は
必
要
で
あ
る
と
す
る
影
響
力
あ
る
議
論
に
支
持
さ
れ
つ
つ
、
ア
ヘ
ン
生
産
を
事
責
上
容
認
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
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は
後
に
ま
た
燭
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
清
朝
政
府
の
ア
ヘ
ソ
生
産
容
認
政
策
に
は
、
課
税
に
よ
っ
て
財
政
牧
入
を
得
る
と
い
う
思
惑
が

大
き
く
絡
ん
で
い
た
。

五

ア
ヘ
ン
生
産
と
課
税

李
用
清
は
清
朝
政
府
の
事
賃
上
の
ア
ヘ
ン
生
産
容
認
策
の
重
要
な
一
貼
、
す
な
わ
ち
中
園
ア
ヘ
ン
に
射
す
る
課
税
政
策
に
ほ
と
ん
ど
燭
れ
て

い
な
い
。
課
税
政
策
に
関
連
し
て
、
李
用
清
は
、
前
章
で
紹
介
し
た
史
料
の
中
に
謎
の
よ
う
な
文
を
書
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

考
え
る
に
、
内
地
で
の
務
片
生
産
は
、
威
豊
中
葉
に
お
け
る
「
洋
菓
驚
税
」
の
徴
牧
よ
り
盛
ん
に
な
っ
た
。

615 
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「
洋
繁
盛
税
」
と
は
何
か
。
そ
の
徴
牧
と
圏
内
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
の
展
開
と
は
、
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
中
園
ア
ヘ
ン
に
劃

す
る
清
朝
政
府
の
課
税
政
策
を
検
討
し
つ
つ
、
李
用
清
の
言
葉
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。

威
盟
八
年
(
一
八
五
八
)
に
締
結
さ
れ
た
天
津
篠
約
第
二
六
篠
に
お
い
て
、
外
園
ア
ヘ
ン
へ
の
関
税
額
(
一
指
に
つ
き
三
O
雨
〉
が
明
記
さ
れ
た

(
臼
)

翌
年
の
威
盟
九
年
(
一
八
五
九
)
三
月
、
恵
親
王
は
次
の
よ
う
に
上
奏
し
皇
帝
の
承
認
を
得
た
。

洋
輔
衆
一
一
頃
は
、
す
で
に
科
則
を
定
め
た
。
思
う
に
、
現
在
各
省
が
「
麓
掲
」
の
徴
牧
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
は
、
此
の
洋
薬
は
す
で
に

内
地
へ
の
版
運
を
許
可
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
各
省
本
地
で
の
出
産
も
ま
た
少
な
く
な
い
の
で
、
地
方
官
は
必
ず
一
律
に
「
麓
掲
」
を
徴

牧
す
べ
き
で
あ
る
。

中
園
ア
ヘ

ン
も
外
園
ア

ヘ
ン
と
同
様
の
徴
牧
規
則
で

「麓
掲
」
を
徴
牧
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の

「麓
掲
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

地
方
の
側
の
史
料
を
見
る
と
、

る。

い
く
つ
か
の
省
で
は
威
盟
九
年
に
中
園
ア
ヘ
ン
を
封
象
と
す
る
新
規
の
課
税
を
導
入
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

『
海
闘
十
年
報
』
の
重
慶
報
告
(
一
八
九
一
年
〉
は
、

る
ア
ヘ
ン
に
劃
し
、

四
川
で
は
威
盟
九
年
に
戸
部
の
要
請
に
も
と
づ
き
四
川
か
ら
湖
北
へ
と
移
出
さ
れ

(
印
〉

一
措
(
百
斤
〉
に
つ
き
一
一
一

O
雨
の
税
を
課
す
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

(
口
出
)

は
光
緒
一
六
年
九
月
(
一
八
九
O
)
の
上
奏
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
闘
し
て
、

四
川
紹
督
劉
桑
嘩
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考
え
る
に
四
川
省
に
お
け
る
「
洋
襲
麓
金
」
の
徴
牧
は
、
威
盟
九
年
に
文
を
奉
じ
て
徴
牧
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
百
斤
ご
と
に
水
路
で
は

銀
三
十
雨
、
陸
路
で
は
銀
二
十
南
を
徴
牧
し
た
。

(
中
略
)
し
か
し
、

寅
際
に
は
四
川
省
は
海
か
ら
遠
く
、

洋
薬
(
外
園
ア
ヘ
ン
)
が
省
内

に
至
る
こ
と
は
無
く

(
「
洋
薬
盤
金
」
を
〉
徴
牧
し
た
の
は
み
な
土
襲
(
中
園
ア
へ
乙
で
あ
っ
た
。

威
豊
九
年
に
四
川
に
導
入
さ
れ
た
こ
の
「
洋
襲
麓
金
」
は
雲
南
か
ら
四
川
に
移
入
さ
れ
る
雲
南
ア
ヘ
ン
や
、
四
川
か
ら
揚
子
江
下
流
へ
移
出
さ

(
臼
)

れ
る
四
川
ア
ヘ
ン
な
ど
に
課
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
湖
贋
総
督
張
之
洞
も
、
光
緒
一
六
年
に
「
威
豊
九
年
に
戸
部
は
土
葬
百
斤
に
つ
き
税

(
臼
〉

銀
三

O
雨
と
定
め
た
」
と
述
べ
、
こ

の
税
を
四
川
か
ら
湖
北
に
入
境
す
る
中
園
ア
ヘ

ン
に
課
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
威
豊
九
年
に

山
西
巡
撫
英
桂
(
一

八
五
八
|
五
九
在
任
)
が
上
奏
し
許
可
さ
れ
た
省
域
新
設
の

「
餐
鰻
総
局
」
の
麓
金
・
関
税
徴
牧
規
則
に
は
、

「
外
来
の
洋



(

臼

)

薬
・
土
棄
は
入
境
の
よ
卜
に
お
い
て
、
土
産
の
輔
衆
料
は
出
境
の
よ
卜
に
お
い
て
、
毎
百
斤
各
銀
三
十
南
を
徴
牧
す
る
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
威
豊

八
年
(
一
八
五
八
)
に
外
園
ア
ヘ
ン
の
聡
入
関
税
額
が
決
定
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
威
盟
九
年
以
降
中
園
ア
ヘ
ン
も
移
出
や
移
入
に
際
し
職
入
闘

税
と
同
率
の
税
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
移
出
入
税
は
四
川
省
で
は
「
洋
輔
衆
萱
金
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
洋
薬
麓
金
」
の
導
入
は
、
産
煙
地
に
と
っ
て
大
き
な
負
措
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

四
川
に
お
い
て
は
、
戸
部
の
要
求
す
る
「
洋
薬

輩
金
」
額
を
満
た
す
こ
と
が
出
来
ず
、
威
豊
一

O
年
よ
り
各
州
豚
に
割
り
嘗
て
る
こ
と
に
し
、
多
く
の
州
牒
が
割
り
嘗
て
分
の
「
洋
輔
衆
萱
金
」

を
税
糧
に
附
加
し
て
徴
牧
し
た
と
い
う
。
こ
の
蛍
時
、
四
川
の
ア
ヘ
ン
生
産
は
戸
部
の
要
求
す
る
移
出
入
税
を
満
た
す
程
に
は
展
開
し
て
い
な

(

白

山

)

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
税
糧
に
附
加
し
て
徴
牧
さ
れ
た

E
額
の
「
洋
襲
輩
金
」
は
地
主
を
遁
じ
て
佃
戸
に
轄
嫁
さ
れ
、
結
果
と
し
て
直
接
生
産

者
農
民
を
有
利
な
換
金
作
物
ア
ヘ
ン
の
生
産
に
誘
引
し
た
の
で
は
な
い
か
。
「
洋
薬
麓
金
」
の
税
糧
へ
の
附
加
徴
牧
は
、
同
治
一

O
年
(
一
八

七
一
)
八
月
御
史
呉
鎮
の
「
(
洋
薬
税
は
〉
商
販
よ
り
取
る
べ
き
で
あ
り
農
民
に
科
汲
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
上
奏
を
契
機
に
鹿
止
さ
れ

(
侃
)

た
。
以
後
「
洋
薬
麓
金
」
は
中
園
ア
ヘ
ン
の
移
出
入
税
と
し
て
機
能
し
た
と
思
わ
れ
る
。
四
川
で
は
総
督
丁
賓
頑
在
任
時
(
一
八
七
六
|
八
六
)

に
、
中
園
ア
ヘ
ン
に
劃
す
る
麓
金
が
新
た
に
導
入
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
光
緒
三
年
(
一
八
七
七
〉
に
麓
金
徴
放
の
た
め
の
局
が
主
要
ア
ヘ
ン

(
m山
)

生
産
地
に
設
置
さ
れ
て
一

O
O斤
に
つ
き
三
南
を
徴
牧
す
る
こ
と
に
な
り
、
翌
四
年
に
は
四
雨
入
銭
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
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以
上
に
も
と

ε
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
「
内
地
で
の
柏
崎
片
生
産
は
、
威
豊
中
葉
に
お
け
る
『
洋
薬
麓
税
』
の
徴
牧
よ
り
盛
ん
に
な
っ
た
」
と
い

う
李
用
清
の
言
葉
は
、
威
豊
九
年
に
導
入
さ
れ
た
「
洋
薬
萱
税
」
な
い
し
は
「
洋
薬
輩
金
」
が
内
地
に
お
い
て
は
中
園
ア
ヘ
ン
を
封
象
と
し
、

し
ば
し
ば
税
糧
に
附
加
徴
牧
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ヘ
ン
生
産
を
誘
引
し
た
と
い
う
意
味
に
解
得
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い

し
か
も
、

だ
ろ
う
か
。

粟
栽
培
税
を
も
課
せ
ら
れ
て
い
た
。

な
お
、
中
園
ア
ヘ
ン
は
流
通
段
階
に
お
い
て
税
や
麓
金
を
諜
せ
ら
れ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
地
方
に
よ
っ
て
は
、
生
産
の
段
階
に
お
い
て
密

例
え
ば
、
同
治
七
年
(
一
八
六
八
)
六
月
の
御
史
郭
従
矩
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、
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州
蘇
に
委
員
を
波
遣
し
て

「
嬰
粟
花
税
」

を
徴
欣
さ
せ
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
上
奏
に
劃
す
る
識
旨
に
よ
れ
ば
、

山
西
省
で
は
布
政
使
が
各

以
前
に
山
西
巡
撫
鄭
敦
謹
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(
一
八
六
八
六
九
在
任
)
が
ア
ヘ
ン
生
産
の
解
禁
を
求
め
て
上
奏
し
、

(

m

∞) 

部
議
で
却
下
し
た
と
い
う
事
買
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
郭
従

短
の
上
奏
に
よ
っ
て
再
度
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
令
が
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
西
で
は
そ
の
後
も
ア
ヘ
ン
生
産
は
存
績
し
て
い
た
。
山
西

(

的

)

巡
撫
飽
源
深
は
、
前
述
し
た
光
緒
二
年
(
一
八
七
六
)
の
上
奏
文
「
請
禁
種
嬰
粟
疏
」
に
お
い
て
密
粟
栽
培
を
禁
止
し
民
食
を
確
保
す
べ
き
こ

と
を
主
張
し
、
決
の
よ
う
に
績
け
て
い
る
。

「利
を
言
う
臣
に
巌
禁
し
、
畝
税
を
徴
牧
す
る
こ
と
を
以
て
、
暫
く
禁
令
を
聞
く
こ
と
を
請
う
こ
と
を
決
し
て
許
さ
ず
、
み
だ
り
に
開
禁

を
述
べ
る
者
に
は
巌
し
い
批
判
を
加
え
る
:
・
:
」
と
の
(
内
容
の
〉
識
旨
を
請
い
願
い
ま
す
。

山
西
省
の
官
僚
の
聞
に
お
い
て
、
密
粟
栽
培
地
へ
の
課
税
と
思
わ
れ
る
「
畝
税
」
を
得
る
た
め
に
、
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
令
を
弛
め
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
主
張
が
根
強
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
課
税
す
る
と
い
う
こ
と
は
課
税
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
公
認
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
中
園
ア
ヘ
ン
は
嘗
時
公
認
さ
れ
て
い
た

ハ
叩
)

の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
器
莱
栽
培
禁
止
の
穀
令
は
六

0
年
代
、
七

0
年
代
繰
り
返
し
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
英
国
領
事
た
ち
も
中
園
ア
へ

(

九

〉

(

η

)

ン
は
非
合
法
な
存
在
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
。
恐
ら
く
、
清
朝
政
府
は
珠
想
さ
れ
る
批
判
を
恐
れ
て
理
念
と
し
て
の
禁
止
を
放
棄
す
る
こ
と
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財
政
不
足
を
補
う
た
め
に
便
宜
的
に
中
園
ア
ヘ
ン
を
課
税
封
象
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
同
日
)

て
、
刑
部
候
補
員
外
郎
朱
鈴
章
は
光
緒
四
年
の
上
奏
文
「
請
停
牧
煙
税
疏
」
の
中
で
、
中
園
ア
ヘ
ン
に
劃
す
る
移
出
入
税
と
理
解
す
る
の
が
安

(

九

)

嘗
と
思
わ
れ
る
「
煙
税
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

伏
し
て
考
え
る
に
、
威
豊
年
聞
に
、
庫
款
の
不
足
に
よ
り
「
煙
税
」
の
徴
牧
を
決
め
た
。
こ
れ
は
、

を
た
め
ら
い
つ
つ
も
、

こ
の
黙
に
関
連
し

一
時
の
便
宜
的
な
策
で
あ
り
、

「膏

世
不
易
之
経
」

(
の
ち
の
ち
ま
で
の
不
獲
の
規
則
)
で
は
な
か
っ
た
が
、
今
に
至
る
ま
で
績
き
二
十
年
除
り
に
な
る
。

中
園
ア
ヘ
ン
に
劃
す
る
課
税
は
、
中
園
ア
ヘ
ン
を
公
認
す
る
正
式
な
手
績
、
き
抜
き
に
、
き
わ
め
て
陵
昧
な
形
で
便
宜
的
に
導
入
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

一
旦
導
入
さ
れ
た
中
園
ア
ヘ
ン
に
射
す
る
税
や
器
粟
栽
培
税
は
、
清
朝
中
央
政
府
に
と
っ
て
も
、

ま
た
地
方
政
府
に
と
っ
て
も
依
く
こ
と
の



で
き
な
い
財
源
と
な
り
、
中
園
ア
ヘ
ン
の
生
産
と
流
通
と
を
存
績
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
目
黒
克
彦
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
山
西
の
飢

謹
を
調
査
し
た
李
用
清
(
蛍
時
は
記
名
御
史
)
は

「
薬
輩
」

の
存
在
が
「
郷
民
が
密
粟
栽
培
を
お
こ
な
う
口
買
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
、
山
西

縦
一
撫
曾
園
茎
に
「
翼
賛
」
の
撤
慶
を
許
可
し
て
も
ら
え
る
よ
う
清
朝
中
央
に
上
奏
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
曾
園
杢
は
も
し

文
に
鹿
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
」

ま
た
、
「
以
後
、
清
朝
中
央
か
ら
の
軍
費
を
求
め
る

(
花
〉

こ
と
を
危
倶
し
て
李
用
清
の
依
頼
を
拒
否
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
光
緒
七
年
(
一
八
八
一
)
に
山

(

祁

)

西
巡
撫
に
就
任
し
た
張
之
洞
は
、
前
に
紹
介
し
た
上
奏
文
「
禁
種
鷺
莱
片
」
(
光
緒
八
年
)
の
中
で
、
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
を
徹
底
で
き
な
い
理
由

「
蕪
謹
」
を
撤
慶
し
た
な
ら
ば
「
京
城
の
『
洋
蕪
税
』
の
大
局
に
妨
げ
が
あ
る
」
こ
と
、

を
二
つ
奉
げ
て
い
る
。

一
つ
は
地
方
高
官
の
禁
止
策
へ
の
針
鷹
が
一
様
で
は
な
く
朝
令
暮
改
の
朕
況
で
あ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
官
吏
が
ア

ヘ
ン
生
産
を
「
利
源
」
と
み
な
し
ひ
そ
か
に
「
畝
税
」
を
徴
牧
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
朱
鈴
章
も
「
煙
税
」
の
存
在
が
密
粟

(

竹

川

)

栽
培
禁
止
令
の
徹
底
を
阻
ん
で
い
る
と
主
張
し
た
。
ア
ヘ
ン
生
産
の
巌
禁
を
主
張
す
る
官
僚
達
は
課
税
が
ア
ヘ
ン
生
産
を
存
績
せ
し
め
て
い
る

と
し
、
課
税
の
麿
止
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

(
符
)

一
八
八

0
年
代
頃
か
ら
、
横
大
し
績
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
や
ア
ヘ
ン
吸
飲
の
前
に
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
論
が
影
響
力
を
失
っ
て
い
く
に

- 85ー

つ
れ
て
、

む
し
ろ
課
税
に
よ
っ
て
ア
ヘ
ン
の
消
費
を
制
限
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
登
場
し
て
き
た
。

ア
ヘ
ン
巌
禁
論
の
筆
頭
で
あ
っ
た

左
宗
裳
は
快
甘
綿
督
の
地
位
を
去
り
入
閣
し
た
直
後
の
光
緒
七
年
に
「
巌
禁
鶴
片
請
先
増
洋
薬
土
煙
税
揖
摺
」
を
上
奏
し
た
。

て
、
彼
は
以
前
に
任
地
で
あ
る
快
西
・
甘
粛
に
お
い
て
ア
ヘ
ン
生
産
を
巌
し
く
禁
止
し
、
他
省
か
ら
ア
ヘ
ン
が
入
境
す
る
こ
と
も
阻
止
し
た

が
、
中
圏
全
瞳
と
し
て
見
れ
ば
ア
ヘ
ン
禁
止
の
数
果
は
殆
ど
無
か
っ
た
と
し
、
代
案
と
し
て
外
国
ア
ヘ
ン
と
中
園
ア
ヘ
ン
隻
方
に
重
税
を
課
す

と
い
う
方
法
を
提
案
し
て
い
る
。
彼
は
、
重
税
を
課
せ
ば
ア
ヘ
ン
の
債
格
が
上
が
り
、
ア
ヘ
ン
の
債
格
が
上
が
れ
ば
吸
飲
者
は
減
る
は
ず
で
あ

る
と
し
た
。
中
圏
全
土
に
お
い
て
ア
ヘ
ン
生
産
が
蹟
大
し
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
も
急
増
し
て
い
る
欣
況
の
も
と
で
、
よ
り
現
貫
的
な
政
策
に
轄
換
し

(
m
m
〉

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
左
宗
裳
の
議
論
に
劃
し
て
、
李
鴻
一
章
は
、
中
園
ア
ヘ
ン
の
販
路
を
塞
ぎ
「
漏
厄
」
を
増
加
さ
せ
る
よ
う
な
税
は
課
す
ベ

(
加
)

き
で
は
な
い
、
中
園
ア
ヘ
ン
に
よ
っ
て
外
園
ア
ヘ
ン
を
騒
逐
し
て
か
ら
ア
ヘ
ン
消
費
の
制
限
策
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
反
論
し
た
。

同
文
に
お
い

619 

漏
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庖
」
を
塞
ぐ
と
い
う
目
的
か
ら
は
、
中
園
ア
ヘ
ン
の
競
争
力
を
弱
め
る
よ
う
な
中
園
ア
ヘ
ン
へ
の
重
税
は
望
ま
し
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

領
事
や
税
務
司
な
ど
英
園
人
官
員
は
早
く
か
ら
、
中
園
ア
ヘ
ン
を
保
護
し
て
外
園
ア
ヘ
ン
を
市
場
か
ら
騒
逐
す
る
と
い
う
清
朝
政
府
の
政
策

の
無
数
性
を
指
摘
し
、
中
園
ア
ヘ
ン
に
積
極
的
に
課
税
す
る
政
策
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
上
海
領
事
メ
ド
ハ

l

(

創

)

一
八
七
四
年
報
告
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ス
ト
(
巧
-
E
-
忽
包
7

己
同
浮
)
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
、
中
園
ア
ヘ
ン
の
栽
培
は
公
式
に
は
禁
止
さ
れ
て
は
い
る
が
、
現
買
に
は
外
園
ア
ヘ
ン
に
劃
す
る
高
い
関
税
に
よ
っ
て
奨

勘
さ
れ
て
い
る
。
上
海
、
漢
口
、

天
津
に
お
い
て
も
、
中
園
ア
ヘ
ン
の
生
産
に
劃
す
る
公
式
の
禁
止
に
も
関
わ
ら
ず
、
賛
金
は
規
則
的
に

し
か
も
こ
れ
ら
の
麓
金
は
外
国
ア
ヘ
ソ
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
輩
金
よ
り
五

O
%も
低
い
。
す
な
わ
ち
、
中
園
で
の
生

そ
れ
に
課
せ
ら
れ
、

産
は
外
園
の
ラ
イ
バ
ル
と
の
競
争
に
封
し
て
事
買
上
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

影
響
力
あ
る
中
園
人
の
聞
に
は
、

ア
ヘ
ン
が
有
害
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
経
験
が
(
ア
ヘ
ン
の
〉
必
要
を
謹
現
し
て
い
る
と
主

- 86ー

張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

(
ア
ヘ
ン
の
有
害
性
に
つ
い
て
の
〉
考
え
に
修
正
を
加
え
、
清
朝
政
府
に
針
し
、
完
全
に
禁
止
す
る
こ
と
は
も

は
や
不
可
能
で
あ
る
と
判
明
し
た
中
国
ア
ヘ
ン
を
財
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
主
張
す
る
強
力
な
黛
涯
が
い
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
黛
涯
と
多
少
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
別
の
黛
涯
で
あ
り
、
彼
ら
は
経
済
壊
を
誤
解
し
、
す
べ
て
の
轍
入
を
園
か
ら
富

を
流
出
さ
せ
る
も
の
と
み
な
し
て
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
ら
は
言
う
。

「
な
ぜ
外
園
人
だ
け
が
ア
ヘ
ン
か
ら
す
べ
て
の
牧
盆
を
得

わ
れ
わ
れ
が
(
外
園
ア
ヘ
ン
に
劃
す
る
〉
輩
金
を
引
き
上
げ
、
内
地
へ
の
販
運
に
障
害
を
設
け
る
な
ら
ば
、
外
園
ア

る
の
か
?

も
し
、

へ
ン
の
聡
入
は
牧
盆
の
な
い
も
の
と
な
り
、

中
園
ア
ヘ
ン
の
生
産
が
奨
勘
さ
れ
、

現
在
外
園
人
や
外
園
貿
易
を
富
ま
す
た
め
に

〈
圏
外

に
)
流
出
し
て
い
る
富
は
わ
れ
わ
れ
の
闘
民
の
も
と
に
残
る
で
あ
ろ
う
」
と。

中
国
人
が
こ
の
よ
う
な
議
論
の
立
て
方
の
あ
や
ま
り
に
今
後
何
年
聞
か
は
気
附
き
そ
う
に
な
い
こ
と
は
附
言
す
る
必
要
も
な
い
だ
ろ

ぅ
。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
明
ら
か
に
、
経
済
事
の
基
本
原
則
に
無
知
な
人
々
に
と
っ
て
は
不
動
の
も
の
に
思
わ
れ
る
よ
う
な
素
朴
な
性
質

の
も
の
で
あ
る
。



メ
ド
ハ

1
ス
ト
は

ア
ヘ
ン
の
毒
性
へ
の
過
小
評
債
と
中
園
人
に
と
っ
て
ア
へ
ン
は
必
需
品
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
ち
、

「
古
典
涯
経
済
事
」

の
「
常
識
」
に
依
接
し
て
、
験
入
は
「
漏
庖
」
で
あ
る
と
い
う
中
園
官
僚
の
考
え
方
を
批
判
し
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
瑳
言
の
意
園
は
外
園
ア

ヘ
ン
の
市
場
を
確
保
す
る
た
め
に
、
中
園
ア
ヘ
ン
に
積
極
的
な
課
税
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
と
こ
ろ
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
メ
ド
ハ
l

(
位
)

ス
ト
は
こ
の
嘗
時
、
中
園
ア
ヘ
ン
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
ア
ヘ
ン
の
市
場
が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
深
刻
に
憂
慮
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
八
八
七
年
、
海
閥
特
別
報
告
中
の
漢
口
税
務
司
の
報
告
も
「
中
園
ア
ヘ
ン
が
な
ぜ
こ
ん
な
に
軽
く
ま
た
ル
ー
ズ
に
課
税
さ
れ
て
い

(
部
)

る
の
か
理
解
で
き
な
い
」
と
不
満
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
不
満
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
地
方
は
中
園
ア
ヘ
ン
に
劃
す
る
移
出
入
税
や

ま
た

麓
金
の
課
税
額
を
恋
意
的
に
運
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
間
報
告
に
よ
れ
ば
、
宜
昌
の
上
流
に
位
置
す
る
卒
善
輔
の
萱
レ
ポ
に
お
い
て
は
、
揚
子

江
を
下
る
四
川
ア
ヘ
ン
一

O
O斤
を
八
五
斤
と
し
て
、
通
過
さ
せ
て
い
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
一
五
%
の
割
引
と
な
る
。
ま
た
、
中
園
ア
ヘ
ン
の

(

山

田

)

移
出
入
税
三

O
雨
(
一
指
)
は
漢
口
に
お
い
て
は
一
八
八
三
年
ま
で
そ
の
半
額
で
運
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

(
一
八
九
一
年
〉
も
、

(
お
)

と
指
摘
し
て
い
る
。

(

鉛

)

る。

『
海
開
十
年
報
』
の
重
慶
報
告

四
川
か
ら
湖
北
へ
と
移
出
さ
れ
る
ア
ヘ
ン
へ
の
移
出
入
税
が
、
寅
際
に
は
約
四

O
M
Wも
軽
減
さ
れ
て
課
せ
ら
れ
て
い
る

張
之
洞
は
光
緒
一
六
年
(
一
八
九
O
〉
に
、

中
園
ア
ヘ
ン
へ
の
移
出
入
税
の
課
税
方
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

- 87ー

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
歴
年
、
世
間
で
は
慮
獲
に
慮
理
し
、
少
な
い
量
に
換
算
し
て
徴
牧
し
、
甚
だ
し
い
場
合
に
は
、

ず
か
二

O
斤
に
換
算
し
て
徴
牧
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
一

O
O斤
に
つ
き
税
六
南
を
徴
牧
す
る
に
止
ま
る
。

地
方
は
恋
一
意
的
な
運
用
に
よ
っ
て
、
中
園
ア
ヘ
ン
へ
の
課
税
を
額
面
よ
り
軽
く
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
他
方
、
外
園
人
税
務
司
ら
は
巌
密
な
課

一
O
O斤
を
わ

税
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ハ凹む

か
か
る
朕
況
に
お
い
て
、
光
緒
一
六
年
四
月
朝
廷
は
衝
撃
的
な
議
旨
を
下
し
た
。
論
旨
は
冒
頭
に
お
い
て
、
綿
理
街
門
と
戸
部
と
の

「
中
園

621 

ア
ヘ
ン
の
生
産
に
つ
い
て
各
省
に
賦
況
を
調
べ
さ
せ
、
適
宜
課
税
を
お
こ
な
わ
せ
る
こ
と
を
願
う
」
と
の
舎
奏
に
依
援
し
、
ま
さ
に
そ
の
通
り

に
お
こ
な
い
た
い
と
し
、
中
園
ア
ヘ
ン
へ
の
公
認
日
課
税
政
策
を
選
揮
し
た
こ
と
を
表
明
し
た
。
論
旨
は
、
中
園
ア
ヘ
ン
の
生
産
は
増
加
し
今
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や
生
産
物
の
大
宗
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
適
切
に
扱
え
ば
、
第
一
に
財
政
牧
入
に
棒
盆
あ
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
第
二
に
外
園
ア
ヘ
ン
に
よ

っ
て
奪
わ
れ
て
い
る
市
場
を
奪
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
第
三
一
に
徴
税
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ヘ
ン
吸
飲
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

た
。
こ
の
三
つ
の
論
貼
は
相
互
に
矛
盾
を
含
む
が
、
重
朝
'
が
中
園
ア
ヘ
ン
は
財
政
牧
入
に
禅
盆
あ
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
黙
に
あ
る

こ
と
は
後
論
を
韻
め
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

も
賀
行
し
な
か
っ
た
と
非
難
し
、
近
年
、
吉
林
、
熱
河
、

議
旨
は
績
け
て
、
数
年
前
に
各
省
に
中
園
ア
ヘ
ン
に
つ
い
て
調
査
す
る
よ
う
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
各
省
は
差
し
障
り
が
あ
る
と
し
て
何

四
川
、
雲
南
な
ど
で
は
中
園
ア
ヘ
ン
の
生
産
は
急
増
し
て
お
り
、
中
園
ア
ヘ
ン
に
閲

わ
る
税
の
賓
際
の
徴
牧
額
と
中
央
政
府
に
報
告
さ
れ
て
い
る
徴
牧
額
と
は
甚
だ
し
く
事
離
し
て
い
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
各
省
に
劃
し
、
三

箇
月
以
内
に
各
省
の
ア
ヘ
ン
生
産
量
、
移
出
量
、
課
税
額
等
の
質
放
を
調
査
し
て
報
告
す
る
と
と
も
に
、
中
園
ア
ヘ
ン
へ
の
課
税
方
法
を
新
し

く
定
め
て
報
告
す
べ
し
と
迫
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
園
ア
ヘ
ン
を
公
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

中
園
ア
ヘ
ン
課
税
機
構
を
清
朝
中
央
政
府

の
管
轄
下
に
置
き
、
園
家
の
財
政
権
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
思
わ
れ
る
。

- 88-

こ
の
議
旨
は
、
清
朝
政
府
が
従
来
の
理
念
と
し
て
の
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
策
を
放
棄
し
た
と
い
う
貼
で
、
ま
た
、
中
園
ア
ヘ
ン
を
保
護
し
「
漏

厄
」
を
塞
ぐ
と
い
う
政
策
か
ら
、
中
園
ア
ヘ
ン
に
劃
す
る
課
税
を
重
視
す
る
政
策
に
重
駐
を
移
し
た
と
い
う
黙
で
も
、
大
き
な
政
策
轄
換
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
政
策
時
換
は
総
税
務
司
ロ
パ

l
ト
・
ハ
ー
ト
(
河
口
『
主
出
血
ろ
が
総
理
街
門
に
提
出
し
た
提
言
に
沿

っ
た
も
の
で
あ

芝
間
不
一
候
約
附
加
篠
項
の
批
准
(
一
八
八
六
年
五
月
〉
に
よ
る
外
園
ア
ヘ
ン
へ
の
課
税
額
(
税
鐙
併
徴
で
ご

O
爾
〉
に

(
部
)

鑑
み
て
、
中
園
ア
ヘ
ン
に
も
外
園
ア
ヘ
ン
と
同
額
の
課
税
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

(

的

)

し
た
各
省
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
量
や
課
税
額
の
詳
し
い
報
告
を
提
言
に
添
附
し
て
い
た
。

った。

ハ
ー
ト
の
提
言
は
、

ハ
ー
ト
は
海
闘
で
調
査

清
朝
中
央
政
府
が
中
岡
ア
ヘ
ン
課
税
策
に
蒔
換
し
た
こ
と
に
劃
し
、
地
方
官
や
官
僚
は
抵
抗
を
示
し
た
。
鄭
観
躍
は
『
盛
世
危
言
』
に
お
レ

(
m
w〉

て
、
光
緒
二
ハ
年
の
識
旨
に
燭
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

洋
察
(
外
園
ア
ヘ
ン
)
が
来
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
に
、

土
薬
ハ
中
園
ア
ヘ
ン
)
に
課
税
し
て
み
ず
か
ら
そ
の
販
買
路
を
塞



ぎ
、
吸
飲
す
る
者
も
(
嬰
粟
を
)
植
え
る
者
も
、
洋
菓
も
土
薬
も
す
べ
て
自
然
の
成
り
行
き
に
ま
か
せ
、

し
よ
う
と
圃
り
、
焦
眉
の
念
用
に
役
立
て
て
い
る
、
こ
れ
は
下
策
で
あ
る
。

た
だ
よ
り
多
く
の
税
輩
を
徴
牧

四
川
総
督
劉
乗
車
は
ハ

l
ト
の
員
意
は

(

幻

)

こ
と
に
よ

っ
て
外
園
ア

ヘ
ン
の
販
買
蹟
大
を
狙
う
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
漏
尼
」
を
塞
ぐ
た
め
に
中
園
ア
ヘ
ン
を
保
護
し
て
外
圏
ア
ヘ
ン
を
駆
逐
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
だ
け

「
内
地
土
麓
」

鄭
観
贋
の
よ
う
な
批
剣
は
贋
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

を
増
額
す
る

ハ
ー
ト
は
外
園
ア
ヘ
ン
の
販
買
擦
大
の
た
め
で
は
な

く
、
清
朝
園
家
の
財
政
基
盤
を
固
め
る
と
い
う
意
園
の
も
と
に
中
園
ア
ヘ
ン
へ
の
課
税
を
提
唱
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

m
出

)

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ハ
ー
ト
の
構
想

最
後
に
、
本
稿
で
紹
介
し
た
李
用
清
の
貴
州
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
策
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
見
た
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た

い
。
『
李
菊
圃
夫
子
課
子
語
録
』
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
貴
州
出
身
の
御
史
が
李
用
清
の
巌
し
い
ア
ヘ
ン
禁
止
策
を
恨
ん
で
弾
劾
上
奏
を
お
こ
な

ハm
m
)

い
、
そ
の
結
果
李
用
清
は
職
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
た
し
か
に
、
『
徳
宗
貫
録
』
の
光
緒
一

O
年
五
月
(
一
八
八
四
)
に
、
「
有
人

(
川
出
)

奏
」
と
し
て
署
貴
州
巡
撫
李
用
清
へ
の
弾
劾
上
奏
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
弾
劾
上
奏
に
は
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
政
策
に
直
接
言
及
し
た
文

言
は
見
ら
れ
な
い
が
、
「
性
情
偏
執
、
輿
寅
僚
意
見
不
協
」
〈
性
格
が
偏
っ
て
い
て
同
僚
と
意
見
が
合
わ
な
い
)
と
い
う
非
難
の
言
葉
に
李
用
清
の
政

策
に
糾
問
す
る
反
感
を
讃
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
清
朝
政
府
自
身
が
中
園
ア
ヘ
ン
の
公
認
H
課
税
を
考
慮
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
一
八
八

0
年

代
宇
ば
に
お
い
て
李
用
清
の
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
論
が
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
る
の
は
嘗
然
か
も
し
れ
な
い
。

- 89ー

お

わ

り

李
用
清
の
ア
ヘ
ン
生
産
禁
止
論
を
遁
じ
て
、
中
園
ア
ヘ
ン
を
め
ぐ
る
政
策
論
争
と
、
そ
の
中
で
選
律
さ
れ
た
清
朝
政
府
の
劃
中
園
ア
ヘ
ン
政

策
を
考
察
し
た
。
理
念
と
し
て
は
禁
止
の
も
と
に
展
開
し
て
い
っ
た
中
園
ア
ヘ
ン
の
生
産
に
劃
し
て
は
、
第
一
に
、
ア
ヘ
ン
生
産
は
穀
物
生
産

か
か
る
主
張
は
光
緒
三
・
四
年
(
一
八
七
七
・
七
八
〉
に
お
け
る
西
北
諸
省
大
飢

623 

を
損
な
う
と
し
て
反
劃
す
る
農
本
主
義
的
な
立
場
が
あ
っ
た
。
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謹
に
よ
っ
て
勢
い
を
得
た
。
し
か
し
、
扱
大
す
る
ア
ヘ
ン
生
産
と
念
増
す
る
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
の
前
に
影
響
力
を
失
っ
て
い
く
。
第
二
に
、
こ
の

ア
ヘ
ン
生
産
巌
禁
論
に
針
抗
す
る
立
場
と
し
て
、
中
園
ア
ヘ
ン
を
聡
入
代
替
物
と
し
て
保
護
し
、
外
圏
ア
ヘ
ン
の
稔
入
を
減
ら
し
「
漏
庖
」
を

(
間
山
)

塞
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
「
重
商
主
義
」
的
な
議
論
が
存
在
し
て
い
た
。
か
か
る
議
論
の
寅
行
可
能
性
は
疑
問
の
多
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か

官
僚
や
知
識
人
の
聞
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

わ
ら
ず
、

清
朝
政
府
の
政
策
も
光
緒
一
六
年
(
一
八
九
O
)
ま

で
は
基
本
的
に
こ
の
議
論
に
沿
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
園
ア
ヘ
ン
に
劃
す
る
第
三
の
立
場
は
、
そ
れ
を
公
認
し
網
羅
的
重
貼

的
に
課
税
し
て
園
家
財
政
に
役
立
て
て
い
く
と
い
う
現
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
領
事
や
税
務
司
な
ど
英
園
人
官
員
は
早
く
か
ら
か
か
る
政
策
を

望
ま
し
い
も
の
と
し
て
い
た
。
左
宗
裳
の
よ
う
な
ア
ヘ
ン
生
産
巌
禁
論
者
も
重
貼
的
課
税
に
よ
っ
て
消
費
を
制
限
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と

し
、
光
緒
七
年
に
は
課
税
論
に
轄
換
し
た
。
か
か
る
諸
政
策
の
針
抗
の
中
で
、
清
朝
政
府
は
光
緒
二
ハ
年
、
組
税
務
司
ロ
バ

l
ト
・
ハ

l
ト
の

提
言
に
沿
っ
て
、
そ
れ
ま
で
理
念
と
し
て
は
禁
止
の
劉
象
で
あ
っ
た
中
園
ア
ヘ
ン
を
公
認
H
課
税
し
、
財
源
と
し
て
把
握
し
て
い
く
こ
と
を
各

省
に
通
達
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
中
園
ア
ヘ
ン
は
、
轍
入
代
替
物
と
し
て
で
は
な
く
園
家
財
源
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

註(

1

)

一
八
五
八
年
一
一
月
上
海
に
て
調
印
さ
れ
た
「
天
津
篠
約
第
二
六
燦

に
基
づ
く
通
商
規
則
を
包
含
す
る
協
定
」
に
お
い
て
、
輸
入
ア
ヘ
ン
に

針
し
て
一
捻
に
つ
き
三

O
雨
の
輸
入
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
外
務
省
保
約
局
『
英
米
併
露
ノ
各
図
及
支
那
園
閲
ノ
篠
約
』
、
一

九
一
四
年
、
六
七
頁
。

(

2

)

『
徳
宗
質
録
』
巻
二
八
四
、
五
l
七
葉
、
光
絡
一
六
年
四
月
。
こ
の

議
旨
の
内
容
は
後
述
す
る
。

ハ
3
〉

H
H
U
Y
C
巳
2
5
-片
山
、
司

H
o
g
〉
H
O
ω
ω
m丘
町
師
、
切
円
目
立
問
「
】

M
R
-
s
g
g
-

S
G
E
u
mH
P
(u
r
s
p
HUご
l
H
坦斗
旧
(
以
下
、

H・
C
・
MM
・-∞・

MM-
ア

と
略
稽
す
る
)
〈
O]-HP
。
。
遺
書
有
門
ト
b
h
h
G
司
H
h
~
q
民
有
〉
岳
、
.

a
H
d
n
g
h
R
P
3
(U
E
E
H
・
』
白
色
"
Hnygm-
司・
ω
∞
(品∞〉
・
な
お
、

中
園
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生
産
量
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
滑
末

四
川
省
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
の
一
商
品
生
産
」
、
『
東
洋
皐
報
』
六
O
巻
三・

四
鋭
、
一
九
七
九
年
三
月
(
以
下
、
拙
稿
A
と
略
稽
す
る
)
、
一
八
五

頁
の
表
参
照
。
ま
た
、
拙
稿
「
英
園
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
貿
易
反
射
運
動

と
中
園
」
、
『
就
貫
女
子
大
皐
史
皐
論
集
』
六
続
、
一
九
九
一
年
〈
以
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下
、
拙
稿
B
と
略
稽
す
る
)
、
一
一
一
一
一
具
、
二
二

O
J一
一
一
一
一
頁
参
照
。

(

4

)

】

Oロ同門
r白ロ

ω
U
O
E
n
p
λ
)司
Z
B
ω
B
0
7
5岡
山
口
円
ur--ロ
m
n
r
E
ヘM

明
-
d
司白
r
O
B
B
-
。・

0
B
E
E
F
-
。

g」4N.円
H
S札
。
g
H、。

hsトぬ町内

」マ司、有
NQ町内、
v
s
a
-
C
ロ
Z
O『
日
戸
時
山
、
え
の
ω
一↑
{O『口一回同
》HO凹P

H申叶印
・

同》℃・

H品
ωllH斗
ω・

(

5

)

越
盟
国
『
晩
清
五
十
年
経
済
思
想
史
(
一
八
六
一
ー
一
九
一
一
)
』、

龍
門
書
庖
、
一
九
六
八
年
、
二

O
四
J
一
二
五
頁
。

(

6

)

目
黒
克
彦
「
光
緒
初
期
、
山
西
省
に
お
け
る
嬰
莱
栽
培
禁
止
問
題
に

つ
い
て
」
、
『
集
刊
東
洋
皐
』
六
二
貌
、
一
九
八
九
年
一
一
月
。

ハ
7
)
「
寓
禁
於
徴
」
と
い
う
用
語
の
出
典
に
つ
い
て
目
黒
克
彦
氏
は
明
確

に
し
て
は
い
な
い
が
、
次
に
掲
げ
る
子
恩
徳
書
九
六
頁
に
依
接
し
て
い

る
と
恩
わ
れ
る
。

ハ8
)

子
恩
徳
『
中
園
禁
煙
法
令
繁
遜
史
』
、
近
代
中
園
史
料
叢
刊
正
編
。

(
9
〉
拙
稿
B
で
は
、
中
園
ア
ヘ
ン
が
総
入
代
替
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

(mv
園
立
故
宮
博
物
院
清
代
史
料
叢
書
『
道
成
同
光
四
朝
奏
議
』
第
一
一
一

加
、
妻
淘
商
務
印
書
館
、
一
九
六
九
年
、
五
三
五
一

J
五
三
五
四
頁
。

な
お
、
李
用
清
の
上
奏
文
の
原
文
は
見
出
せ
ず
に
い
る
。

(
日
)
四
川
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
と
褒
と
の
枚
盆
比
較
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿

A
の
一
九
九
J
二
O
O頁
参
照
。
山
西
省
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
と
褒
と
の

牧
金
比
較
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
B
の
二
二
六
頁
参
照
。

(
ロ
)
例
え
ば
、
民
園
重
修
『
郎
都
豚
志
』

(
民
園
二
ハ
年
排
印
)
巻
一

四
、
人
物
志
、
彼
良
、
抽
旭
維
城
に
「
農
民
衣
食
強
字
額
之
」
と
あ
る
。

ま
た
、
前
掲
拙
稿
A
、
一
九
八
頁
、
註
の
六
一
二
、
六
回
参
照
。

(
日
)
「
陳
明
禁
種
鴬
粟
情
形
摺
」
、
光
緒
九
年
一
一
一
月
一
一
一
目
、
『
張
文
裏

公
全
集
』
巻
七
、
奏
議
七
、
一
一
一
六
葉
。
吹
盆
の
多
い
ア
ヘ
ン
生
産
で
は

あ
る
が
、
張
之
洞
は
同
文
に
て
農
民
が
一
商
業
・
高
利
貸
資
本
よ
り
穀
物

を
前
借
り
し
て
ア
ヘ
ン
の
収
穫
で
返
済
す
る
と
い
う
再
生
産
構
造
か
ら

逃
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
四
川
で
も
同
様

で
あ
っ
た
(
前
掲
拙
稿
A
の
二

O
四
頁
)
。

(
H
)
E
H
-
E
g
g
s
4
3目指
H印
(
以
下
、
同
市
・
と
略
稽
す
る

γ

。
号

、
ミ
円
F
S
¥
3吉
町
、

h
-図
。
同
た
¥
。
、
g
R
R片

側

3
h
川河内、。、
H
h
z
h、
R
H・

3
h
H
F内
O
』
守
色
遣
ぬ
言
及
N.3
3
(リ』
V
S
F
の
『
吉
田
・

Z
0・
H
(
H
S
C
-

℃・

5
・
ホ
l
ジ
ー
は
四
川
省
の
一
部
の
高
地
と
侠
西
・
甘
粛
と
が
同
様

の
傑
件
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
日
)
切
開
。
ロ
〈
Oロ同
N
R
Z
r
o
r
p
N
W
Q
3誌
勾

N.町、
VHF。
¥
Sぱ
ト
ミ
誌
、
♂
』
匂
UWC

-
』
匂
見

ω
Eロ
m
z
r
H
U
B
-
司

-H印日の日岡山
E
H
B
U
R
-と
呂
町
在
日
ゅ

の
g
g
g凹
(
以
下
、
。
・

H

冨
・
。
・
と
略
稽
す
る

γ
H
N
a号
号
。
¥

叫ヨ、ぬ礼儀川

Q
H
S内
吋
ZAHHい官、也、
.HM
立
の
玄
司
hN・同∞斗
AY
同yHHM-

(
江
川

)
a
t
H，yo
の
ゲ
吉
田
明
曲
目
立
ω
曲目品

OHM-EHUJ
同)〉魚川、コ.内語、。
L

「
q
r
.ヨ
ω

(
以
下
、
明
・
。
・
と
略
稽
す
る
)
・

F
5
5
a
w
℃
・
ロ
o
u
n
n
O
立
c
g

mロ
仏
明
白
日
一
口
己
ロ
の
}MEm---
明
-P-冨白円
n
Y
5
3
h
N∞
∞
"
公
明
白
ヨ
5
0

曲
目
仏
岳
町
可
O
沼】崎山口

Z
2
P
2ロ
Q
M
E白
wwu
明・
(
U
J

〉同】ユ
-

H

∞J

可申・

同}同
yω

。印l!ωOJ『
・

(
げ
)
『
穆
宗
寅
銭
』
巻
一
一
一
一
一
、
三
四
葉
、
同
治
四
年
乙
丑
二
月
。

(
国
)
前
掲
『
道
成
同
光
四
朝
奏
議
』
第
七
加
、
一
一
一
一

0
0
1一一一一

O
二

頁。

(
悶
)
官
園
釜
・
閣
敬
銘
「
曾
陳
繁
通
耳
目
省
賑
済
緋
法
疏
」
(
光
緒
二
年
)
、

前
掲
『
道
成
同
光
四
朝
奏
議
』
第
八
街
、
一
二
一
-
一
六
六
頁
。
飢
径
の
際

に
も
、
救
援
の
穀
物
は
人
が
背
負
う
か
、
せ
い
ぜ
い
輔
副
馬
の
背
に
載
せ

- 91ー
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て
運
ぶ
し
か
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
(
註
(
日
)
の
〉
官
一
一

5a
の
史
料)。

(
加
)
『
曾
忠
袈
公
奏
議
』
巻
八
、

二
ハ
J
一
八
葉
。

(
氾
)
『
清
史
稿
』
各
四
五
て
列
博
二
三
八
、
第
四
一
朗
、
一
二
五
六

六
、
李
用
清
。
な
お
、
曾
園
十
全
の
上
奏
文
「
請
時
間
種
嬰
粟
地
充
公
片
」

(
光
緒
四
年
、
前
掲
『
曾
忠
袈
公
奏
議
』
巻
一

O
、
四
葉
〉
で
は
曾

図
杢
は
李
用
情
の

「こ
の
飢
館
時
の
好
機
を
逃
す
こ
と
な
く
人
々
に
生

業
を
改
め
さ
せ
る
な
ら
ば
、
大
き
な
成
果
が
得
ら
れ
る
」
と
い
う
進
言

に
沿

っ
て
こ
の
上
奏
文
を
起
草
し
た
と
し
て
い
る
。
『
清
史
稿
』
の
記

述
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
。

(
幻
)

『張
文
袈
公
全
集
』
各
四、

奏
議
四
、

三
0
1一一一一
葉
、
光
絡
八
年

六
月
一
一
一
日
。

(
幻
)

『
左
文
衷
公
全
集
』
奏
稿
径
五
三
、
八
葉
以
下
、
光
緒
四
年
七
月
初

四
日
。

(
M
)

註
(
江
川
)
の
の
-
H
・ζ
・
の
・
の
史
料
、
司

H
H
N
、
お
よ
び
、
司
戸
河
内
、
。
ミ

。
¥
込
町
口
氏
、
h
b
h
mw

。H
，
S
A可
旬
、V
ぬ
ミ
h
b
ミ

c
g司
b
N
(UF
お
若
干
町
、
。
L
可

。
。
ョ
ヨ
寺
町
内
。
司
H
F
内
叶
2
丸
内
。
¥
H
b
hW
C
』守』守町、問。述内
I
H
H
内
h
N
e
AW
コ

(U
7

5
由

w

H
f

『0
・∞
-

H

∞叶
O

句

匂

-
N
N
・

(
お
)
光
緒
『
郎
都
豚
志
』
(
光
緒
一
九
・
二

O
年
刊
)
巻
て
輿
地
志
、

物
産
、
二
七
業
。

(
お
)
李
用
滑
に
よ
れ
ば
、
貴
州
は
耕
地
が
少
な
く
、
一

部
を
除
い
て
荒
れ

地
が
多
か
っ

た
と
い
う

(
「
省
垣
霊
地
宜
鑓
足
食
之
怨
疏
」、

首
相
士
溶
編

『皇
朝
経
世
文
綴
編
』
巻
一
一
一
六
、
戸
政
二
二
、

八
葉
)。

(
幻
)
註
(

3

)

の
史
料
に
同
じ
。
司
ω
∞
公
∞
〉

(
m
u

H
・
C-

同

Y
切
・M

M

M
V
J

〈
o
-
H
0
・
。
。
苦
2
2
1
1
b
h
h
d
-ミ
h
¥
3
2

河
内、
ミ
ミ
ミ
υ、ぷ

9
2
5
5
9
3
p
』白
1hJ
E
s
r
2・司
・
8

Q
S〉
に
引
用
さ
れ
て
い
る

玄
-E
g
n72
8
の
報
告
に
よ
る
。
な

お
、
註
(

M

)

の
上
海
商
業
品
目
議
所
報
告
(
一
八
七

O
)、
三
七
頁
は
、

貴
州
に
て
生
産
さ
れ
る
ア
ヘ
ン
は
そ
の
殆
ど
が
貴
州
で
消
費
さ
れ
て
い

る
と
述
べ
、
嘗
時
の
貴
州
の
人
々
の
窮
乏
と
貧
困
の
要
因
を
、
諸
反
乱

と
貴
州
ア
ヘ
ン
の
消
費
と
に
求
め
て
い
る
。

(
却
)
安
部
健
夫

「米
穀
需
給
の
研
究
|
『薙
正
史
』
の

一
章
と
し
て
み

た
l
」、
同

『
清
代
史
の
研
究
』
、
創
文
祉
、
一
九
七
一
年
、
五

O
九

頁。

(
鈎
)
民
園
清
陵
豚
績
修
『
浩
州
志
』
(
民
圏
一
七
年
排
印
)
巻
一
八
、
食

貨
志
、
輸
入
品
、
五
葉
。
ま
た
の
-
H

・7
向・
。
・
の
重
慶
海
閥
報
告
(
一

八
九
一
年
以
降
)
の
移
輪
出
品
の
項
目
に
も
米
は
無
い
。

(
む
)
西
川
正
夫
「
四
川
保
路
運
動
ー
そ
の
前
夜
の
祉
舎
朕
況
|」、

『
東
洋

文
化
研
究
所
紀
要
』
四
五
冊
、
一
九
六
八
年
、
二
一
八
J
一
二
九
頁
。

一
八
九
0
年
代
牢
ば
よ
り
拾
米
闘
争
や

「
吃
大
戸
」
が
頻
繁
に
渡
生
し

て
い
る
。
成
都
盆
地
を
流
れ
る
眠
江
中
流
に
位
置
す
る
崇
慶
州
で
は
、

一
八
九
七
年
に
槍
米
闘
争
が
頻
渡
し
た
。
な
お、

一
八
九
七
年
は
、

川

東
・
川
北
の
ア
ヘ
ン
生
産
地
帯
を
中
心
に
大
飢
箆
の
状
況
だ
っ
た
(
拙

稿
A
の
二
O
三
頁
、
ま
た
、
]ι

・句
"
の
・
】
-
F
-
H
L
E
P
H
N
G
q
ミ
。
¥
a

c

『2
3ミ
円
。
」
〈
司
h
F
F
R
q
P
A
S
P
U
-
-
0
5
2
w
g
ι
(リ

0ロ
g-R

-N
3R
Z
W
玄回目円
四
22
8
5
ω
2
5・
Z
。
-品
目
メ
玄
ミ
H

∞
8
・
宅
-
∞

由・
参
照
)
。

(
詑
)
拙
稿
A
の一

一
一
六
頁
、
註
の
(
回
)
参
照
。

(
お
)
宜
昌
領
事
D
・
ス
ペ
ン
ス
は
一
八
八

一
年
、
四
川
省
は
ア
ヘ
ン
移
出

に
よ
っ
て
他
省
よ
り
も
塑
か
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
(
註
(

3

)

の
史
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料
、
司
・

8
Q
O
)
)。
ま
た
、
佐
々
波
智
子
「
一
九
世
紀
末
、
中
園
に
於

け
る
開
港
場
・
内
地
市
場
開
関
係
|
漢
口
を
事
例
と
し
て
|
」
(
『
枇
曾

経
済
史
皐
』
五
七
巻
五
鋭
、
一
九
九
一
年
一
一
一
月
)
は
、
一
九
世
紀
末

か
ら
二

O
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
四
川
が
ア
ヘ
ン
移
出
に
よ
っ
て
盟
か

な
購
買
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
担
)
註
(

3

)

の
史
料
、
司
・

8
(む
〉
・
移
出
さ
れ
る
四
川
ア
ヘ
ン
の
う
ち
険

西
省
経
由
で
北
方
に
販
淫
さ
れ
る
量
は
約
二
六
、

0
0
0婚
で
あ
っ
た

と
言
う
(
拙
稿
B
、
二
一
八
頁
参
照
)
。
な
お
、
揚
子
江
を
東
下
す
る

こ
の
約
一

0
0、
0
0
0措
に
は
雲
南
ア
ヘ
ン
の
再
移
出
分
は
加
え
て

L
な
し

ハ
お
)
(
リ
・
H

・
声
。
・
・

ω司巾円一色

ω
3
2
h
Z
0・P
ミ
ミ
芯
ぬ
O』
守
口

hR
』匂白
1

・

司司・
H
印l
i
H
由・

(
お
)
註
(

3

)

の
史
料
、
司
・

8
(む
)
・

(
幻
)
註
ハ
お
)
に
同
じ
。

(
叩
ぬ
)
同
右
。
漢
口
・
上
海
聞
を
船
で
運
迭
す
れ
ば
、
費
用
は
人
力
の
場
合

の
字
額
で
済
ん
だ
と
い
う
。

(
ぬ
)
同
右
。

(
川
叫
)
司
・
司
・
畑
町
・

ω・
〉
・
切
D
E
E
P
』
N
e
s
-
-
H
。ぉ

HFmw
吋
ミ
札
魚
川
。
¥
q
g守
b
h

。
宝
仙
句
。
民
H
F
2・ぉ

qe.塁側・
U
G
-
o自由民
Fn
白
ロ
《
同
門
U
Oロ
閉
口

-R
河
内
凶
司

O
円

Z-

V

向再開
Z
S
2
5
ω
R
5・
Z
0・品印∞・
7
白血可
H

∞
g・
MM-R
彼
ら
は
交

易
ル

I
ト
の
轄
皿
金
局
を
全
て
回
避
し
て
い
た
と
い
う
。

(

H

叫
)
註
(
幻
)
に
同
じ
。

(
必
)
ア
ヘ
ン
吸
飲
の
抜
大
を
中
園
の
責
任
で
あ
る
と
強
く
主
張
し
た
の

は
、
駐
英
公
使
郭
諮
蕪
で
あ
る
。
彼
は
光
緒
三
年
(
一
八
七
七
)
の

「
誇
禁
鴻
片
煙
第
一
疏
」
(
『
郭
侍
郎
奏
疏
』
巻
一
一
一
、
一
一
一
一
葉
以
下
)

に
お
い
て
中
園
の
人
々
は
ア
ヘ
ン
吸
飲
に
劉
し
「
い
さ
さ
か
も
悔
悟
な

し
」
で
あ
る
と
し
、
「
士
民
の
心
を
激
動
し
、
気
概
を
つ
く
り
出
し
、

恥
と
す
る
所
を
知
ら
せ
る
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
の
み
ア
ヘ
ン
吸
飲

を
克
服
で
き
る
と
し
た
。
園
民
の
意
識
努
革
を
目
指
し
て
い
た
と
言
え

ト
ι
λ
ノ。

(
紛
)
『
響
曲
耐
夷
務
始
末
』
悠
一
、
四
葉
以
下
、
道
光
一
六
年
丙
申
四
月
の

「
許
乃
済
叉
奏
」
に
「
内
地
之
種
目
多
、
夷
人
之
利
目
減
、
治
至
無
利

可
牟
、
外
洋
之
来
者
自
不
禁
而
紹
」
と
あ
る
。
許
乃
済
の
ア
ヘ
ン
生
産

解
禁
論
に
劃
し
て
は
、
朱
婦
が
人
民
の
衣
食
の
根
本
に
支
障
を
来
す
こ

と
に
な
る
と
反
論
し
(
園
岡
妙
子
「
朱
時
・
許
球
の
禁
煙
奏
議
」
、
『
東

洋
皐
報
』
四
四
巻
一
鋭
、
一
九
六
一
年
九
月
、
一

O
八
頁
参
照
)
、
つ
い

で
案
玉
麟
も
穀
物
生
産
を
損
な
う
と
批
剣
を
展
開
し
た
(
『
器
骨
髄
酎
夷
務

始
末
』
巻
て
一
四
葉
以
下
、
道
光

一
六
年
丙
申
一

O
月
、
江
南
道
御

史
裳
玉
麟
奏
)
。
賞
爵
滋
も
、
ア
ヘ
ン
生
産
解
禁
論
を
批
判
し
て
い
る

が
、
そ
の
批
剣
の
論
結
は
朱
時
や
嚢
玉
麟
と
は
異
な
り
、
内
地
に
お
い

て
生
産
さ
れ
た
ア
ヘ
ン
は
刺
激
が
弱
い
た
め
ア
ヘ
ン
へ
の
潟
撃
を
満
足

さ
せ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
外
園
ア
ヘ
ン
と
混
ぜ
て
寅
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
「
漏
后
」
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
(
『
饗

緋
夷
務
始
末
』
巻
二
、
四
葉
以
下
、
道
光

一
八
年
間
四
月
、
鴻
蹴
寺

卿
賞
爵
滋
奏
)
。
な
お
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
「
弛
禁
論
」
と
「
厳
禁

論
」
と
を
考
察
し
た
研
究
に
は
、
黄
爵
滋
や
林
則
徐
の
「
殿
禁
論
」
を

帯
園
主
義
列
強
に
恥
到
す
る

「
抵
抗
仮
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
田
中
正
美

「
ア
ヘ
ン
戦
争
時
期
に
お
け
る
抵
抗
波
の
成
立
過
程
」
(
『
東
ア
ジ
ア
近

代
史
の
研
究
』
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
七
年
)
、
同
「
危
機
意
識
・

民
族
主
義
思
想
の
展
開
」
(
『
講
座
中
園
近
現
代
史
』

一、

東
京
大
皐
出

- 93ー
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版
舎
、
一
九
七
八
年
)
が
あ
る
。
田
中
に
封
し
、
村
尾
準
「
カ
ン
ト
ン

祭
海
堂
の
知
識
人
と
ア
ヘ
ン
弛
禁
論
、
殴
禁
論
」
(
『
東
洋
史
研
究
』

四
四
巻
三
鋭
、
一
九
八
五
年
二
一
月
)
は
、
ヵ
ン
ト
ン
の
覗
黙
か
ら
捉

え
直
す
ユ

ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
。
村
尾
は
許
乃
済

「弛
禁
論
」
の
下

敷
き
に
な
っ
た
議
論
と
資
爵
滋

「殿
禁
論
」
の
下
敷
き
に
な
っ
た
議
論

と
を
紹
介
し
つ
つ
、
雨
者
は
と
も
に
カ
ン
ト
ン
の
現
状
に
手
を
附
け
な

い
と
い
う
駄
で
は
共
通
し
て
い
た
と
す
る
。
私
は
「
弛
禁
論
」
と
「
殿

禁
論
」
と
は
そ
の
方
法
は
正
反
射
で
あ
る
に
せ
よ
、
圏
外
に
流
出
す
る

富
、
す
な
わ
ち

「漏
厄
」
を
最
大
の
問
題
と
し
、
ア
ヘ
ソ
吸
欽
が
非
生

産
的
消
費
や
人
的
資
源
の
消
耗
を
も
た
ら
し
閣
内
に
お
い
て
富
を
消
耗

さ
せ
る
こ
と
を
相
封
的
に
軽
視
し
て
い
る
粘
'
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る

と
考
え
て
い
る
。

(
川
叫
)
『
李
文
忠
公
金
集
』
奏
稿
巻
二
四
、
二
一
一
菜
、
同
治
一
一
一
一
年
一
一
月

一一目。

(
必
)
中
園
ア
ヘ
ン
は
外
図
ア
ヘ
ン
に
較
べ
て
毒
性
が
少
な
い
と
い
う
認
識

は
、
許
乃
済
の
上
奏
文
(
註
の
(
円
相
)
)
に
す
で
に
見
ら
れ
る
が
、
一
九

世
紀
後
牢
に
至
っ
て
も
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
確
か
に
、
中
園
ア
ヘ

ン
は
外
園
ア
ヘ
ン
に
較
べ
て
刺
激
が
少
な
か
っ
た
と
言
う
(
拙
稿
A
の

一
八
一
頁
参
照
)
。

(
必
)
註
(
必
)
に
同
じ
。

(
幻
)

「密
陳
禁
柏
崎
片
燈
片
」
光
絡
三
年
六
月

一一
一
百
、
『
劉
向
蓄
奏
議
』

を

て
三
五
葉
以
下
。

(
必
)
『
徳
宗
貫
録
』
巻
九
九
、
一
一
一
一
葉
以
下
、

光
絡
五
年
己
卯
八
月
。

(ω)
『
庸
庵
文
外
編
』
巻
三
、
二
九
業
以
下
、
丁
卯
(
一

八
六
七
)
。

ハ
印
)
同
右
。

(
日
)
前
述
し
た
よ
う
に
張
之
洞
は
山
西
省
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
吸
飲
者
を
農

村
部
で
六
O
U
A
、
都
市
部
で
八
O
V
A
と
推
計
し
て
い
た
。
こ
れ
に
射

し
、
曾
園
釜
は
、
都
市
部
よ
り
も
農
村
部
に
吸
飲
者
が
多
い
と
し
て
い

る
(
註
(
初
)
の
史
料
の
一
六
葉
)
。
吸
飲
者
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
B
、
一
一
一
一

一頁、

F
E
P
E
ω
匂

g
s
ou-27
宅
-
E叶
l
z
p

参
照
。

(
臼
)
『
盛
世
危
言
』
各
一
二
、
禁
煙
下
、
八
葉
。

(
臼
)
爾
康
総
督
張
樹
穫
の
も
と
で
海
防
盤
権
の
任
に
嘗
た
っ
て
い
た
(
註

ハ
幻
)
の
『
清
史
稿
』
の
列
停
)
。

(
臼
)
拙
稿
A
、
一
八

O
J
一
八
一
一
貝
の
表
参
照
。

(
日
)

「
抗
租
と
阻
米
」
『
東
洋
史
研
究
』
四
五
巻
四
説
、
一
九
八
七
年
三

月
、
三
八
頁
。

(
日
山
)
潰
下
武
志
『
近
代
中
園
の
薗
際
的
契
機
』
、
東
京
大
祭
出
版
舎
、
一

九
九

O
年
、
九
一

l
九
三
頁
。

(
町
)
註
(
お
)
参
照
。

(回

)
R
O
Y
C
E
ロ
g
g
o同

g
z常
時
円
OBω
。
ロ
手
(いE
E
J
同

JE
足。、
H
F
・

円UF
N
司
白
河
司
R
H
h
h

同
ぬ
き
凡
句
臣
、
立
道
内
内
E
1
H
C
Q
H内H
H
F
(
以
下
、

Z-

。
・
出
・
と
略
稽
す
る
)
呂
田
H
-
M
∞・

5
8・

(
印
)
『
文
宗
質
録
』
各
二
七
九
、
一
九
索
、
成
堕
九
年
己
未
三
月
。

(
印
〉
。
・
H
・呂・
(

U

J

U

内
2
3
5
N
河
内
、
色
、
な

L白
句

M
l
H白
喝

行

〈

o
-
H
u
司∞叶・

(
日
)
「
奏
川
省
土
繋
凝
難
加
徴
税
鐙
疏
」
、
前
掲
『
劉
向
書
奏
議
』
巻
六
、

三
O
案。

(
臼
)
威
堕

一
O
年
に
四
川
を
震
絡
さ
せ
た
藍
大
順
の
飢
は
、
雲
南
ア
へ
ン

を
四
川
に
販
還
し
て
い
た
藍
朝
鼎
や
李
永
和
ら
が
、
成
堕
九
年
に
四
川

省
に
導
入
さ
れ
た
「
洋
薬
臨
皿
金
」
の
納
入
に
抵
抗
し
て
始
ま
っ
た
も
の
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で
あ
る
と
い
う
(
民
園
『
祭
経
豚
志
』

志
、
戎
事
)
。

(
回
)
「
札
司
局
第
議
整
頓
土
輔
衆
税
費
量
程
」
光
緒
一
六
年
五
月
一
五
日
、

『
張
文
裏
公
全
集
』
巻
九
六
、
公
照
一
一

、
一一
一一一葉。

(
臼
)

『E
日
政
輯
要
』
巻
一
二
、
二

O
菜
、
戸
制
、
関
税
附
「
通
省
各
局
未

登
税
」
。
「
葵
料
」
と
は
ア
ヘ
ン
の
こ
と
で
あ
る
。

(
臼
)
註
(
臼
〉
参
照
。
ま
た
、
『
四
川
全
省
財
政
説
明
書
』
、
一
九

O
九
年
、

三一一一
一貝、

「土
税
説
明
書
」
に
よ
れ
ば
、
成
盟
一

O
年
以
降
、
毎
年
の

徴
牧
総
額
九
寓
雨
の
う
ち
一
商
人
よ
り
徴
枚
さ
れ
た
分
は
二
J
三
割
、
農

民
か
ら
徴
牧
さ
れ
た
分
は
七
J
八
割
で
あ
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
民
園

『
資
中
前
例
績
修
資
州
士
山
』
(
民
圏
一
八
年
排
印
)
各
三
、

食
貨
志
、
機

税
、
土
税
、
八
葉
に
は

「各
州
豚
或
不
産
煙
土
、
無
従
抽
牧
・
:
:
」

と
あ
る
。

(
伺
)
『
穆
宗
貫
録
』
巻
=
一
一
八
、
七
葉
、
同
治
一

O
年
辛
土
木
八
月
。

(
釘
)
註
(
臼
)
の
史
料
に
同
じ
。
三
一
葉
。

(
槌
〉
『
穆
宗
貫
録
』
巻
二
三
五
、
二
五
葉
、
同
治
七
年
戊
午
六
月
。

〈
印
)
註
(
四
)
に
同
じ
。

(
加
〉
拙
稿
B
、
二
二
四
l
二
二
五
頁
参
照
。
ま
た
目
黒
前
掲
論
文

一
一
一

頁
参
照
。

(九
)

H
・C
-
HV

J

回
-
H
V

・
可・・〔
リy
s
mw
〈
C
F

己
・
。
σ
2
2町
、

.2.bh
河
内
、
。
ミ
同

ε同
司
ミ
ミ
E
Hいて
wh
C
E
R
P
3
9
3
9
』匂三

ω
y
g凹
-g
p
司
-

H
N
斗

(

8
H
)

・
中
園
ア
ヘ
ン
は

「公
式
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
現
質

に
は
:
:
:
奨
駒
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

ハ
何
仙
)
註
ハ
必
)
参
照
。

ハ
泊
)
前
掲
『
道
成
同
光
四
朝
奏
議
』
第
八
加
、
三
四
五
八

J
三
四
五
九

〈
民
園
四
年
刊
〉
巻
九
、
武
功

頁。

(
叫
)
同
前
書
三
四
五
九
頁
に

「近
来
各
省
禁
栽
嬰
粟
、
而
煙
税
照
常
収

入
、
則
禁
如
不
禁
。
何
枚
煙
税
而
煙
可
禁
乎
。
不
禁
洋
煙
而
嬰
莱
可
禁

乎。
」
、
「
概
賂
洋
煙
嬰
莱
一
程
厳
禁
、
如
何
有
私
版
私
種
者
:
:
:
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
煩
税
は

「洋
煙
」
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
税
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
、
「
洋
煙
」
と
は
こ
こ
で
は
一
商
品
と
し
て
の
中
園
ア
ヘ
ン

を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
す
る
の
が
安
蛍
で
あ
る
。
な
お
、
中
園
ア
ヘ

ン
は
し
ば
し
ば
史
料
中
に
「
洋
薬
」
、
「
洋
煙
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い

る
。
前
掲
『
四
川
全
省
財
政
設
明
書
』
、
三
三
頁
に
も
「
土
禁
魚
川
産

大
宗
、
措
置
名
震
洋
爽
」
と
あ
る。

(
万
〉
前
掲
目
黒
克
彦
論
文
。
ま
た
、
『
曾
忠
褒
公
害
札』

各

一
O
、
「
復

山
西
各
京
官
公
函
」
参
照
。
な
お
、
目
黒
論
文
は
、
曾
図
杢
の
言
う

「洋
輔
衆
税
」
を
文
字
通
り
に
外
図
ア
へ
ン
に
制
到
す
る
鐙
金
と
解
し
て
い

る
が
、

「洋
築
税
」
と
は
本
文
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
中
園
ア
ヘ
ン
を

も
課
税
制
到
象
と
す
る

「洋
察
部
皿
金
」
ま
た
は
「
洋
薬
盤
税
」
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

(
祁
)
註
(
幻
)
に
同
じ
。

(
打
)
註
ハ
叫
〉
に
引
用
し
た
部
分
参
照
。

(
刊
叩
)
光
緒
七
年
(
一
八
八
一
〉
に
山
西
巡
撫
に
着
任
し
た
張
之
洞
は
飢
鐙

か
ら
回
復
し
た
山
西
に
再
び
擦
が
り
つ
つ
あ
っ
た
ア
ヘ
ン
生
産
を
果
敢

に
取
り
締
ま
っ
た
が
、

下
級
官
吏
や
農
民
の
反
援
を
招
い
た
と
い
う

つ吋
r巾

Z
刊君
。
。
〈
角
川
門
口
O
円。同

ωゲ
巴

5
-
cロ
O目
MH
E
B
J

m

，・。
・・ぃ「
白ロ

H
S

ω

・宅
-
H

∞l
N
H
U

。

(

m
m

)

『左
文
袈
公
全
集
』
奏
稿
各
五
八
、
一
四
J
一
八
葉
。
な
お
、
左
宗

裳
は
向
文
に
お
い
て
、
英
図
公
使
ウ
ェ

l
ド
と
曾
見
し
た
際
に
、
ア
ヘ
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ン
の
消
費
を
増
税
に
よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
ウ
ェ

l

ド
も
異
存
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ウ
ェ

l
ド
は
こ
の
左

宗
築
の
明
言
に
針
し
、
自
分
は

R5
8
0
E
Zぺ
な
課
税
が
望
ま
し
い

と
夜
言
し
た
だ
け
で
あ
り
、
増
税
が
望
ま
し
い
と
し
た
わ
け
で
は
な

い
と
反
論
し
て
い
る
(
司
・
ア
。
。
、
主
的
、

gn同

3
2
2匁
R
h
hミ
h
h
言

、
同
町
、
町
内
ヨ

S
H
F
G
H
8
2
w二
宮
〉

h
s
r
R
3
2
3ミ
ミ

ghN奇
い
て
。
」
ご
君

。。同
語
、
ゴ
ヨ
日
誌
な
。
¥
(
川
、
史
ζ

句、と
E
i
b
辺、

(リF
S
F
同h
h
、Rh出

R
N
H

(
u
b
mw¥
。。・旬。
k
v
h
n
ヨ
F26
』匂・』匂
1
9
・
n
Y
5
ω
-
z。・
ω

H
∞∞
N
w
-
u
司甲町

l
u
N
)
。

(
即
)
「
遜
議
鴻
片
驚
税
事
宜
摺
」
、
前
掲
『
字
文
忠
公
全
集
』
奏
稿
各
四

一
、
三

O
菜
、
光
緒
七
年
六
月
一
六
日
。
ま
た
、
前
掲
拙
稿
B
の一一一一一

二
一良
参
照
。

(mv
註
(
九
)
に
同
じ
。

(
回
)
前
栂
拙
稿
A
、
一
八
六
頁
。
前
掲
拙
稿
B
、
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

(
回
)
註
(
お
)
の
史
料
、
℃
・

5
・

(
制
)
同
右
、
若
・
ロ
1
5・

(
お
)
註
(
印
)
の
史
料
、
司
・弓・

(
町
∞
)
註
(
臼
)
に
同
じ
。

(
町
山
)
註
(

2

)

に
同
じ
。

(
同
山
)
李
鴻
章

「
酌
議
土
繋
税
制
肌
摺
」
光
緒
一
六
年
四
月
一
五
日
、

『識
摺

奨
存
』
俳
句
一
二
、
四
二
莱
。

R
・
ハ
l
ト
は
外
園
ア
ヘ
ン
が
イ
ン
ド
か

ら
積
み
出
さ
れ
る
時
に
課
せ
ら
れ
る
税
額
も
考
慮
し
て
、
中
園
ア
ヘ
ン

一
婚
に
つ
き
一
一

O
雨
の
二
倍
の
額
を
課
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し

た
と
い
う
。
皇
脅
の
論
旨
に
添
附
さ
れ
て
各
省
の
総
督

・
巡
撫
に
迭
ら

れ
た
ハ

1
ト
の
「
申
呈
」
の
本
文
は
探
索
中
で
あ
る
。

(
的
)
払
棚
田
田
が
述
べ
て
い
る
ハ

l
ト
が
調
査
し
た
各
省
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
生

産
量
や
課
税
額
に
つ
い
て
の
報
告
と
は
、
註
(
お
)
の
海
開
特
別
報
告
を

漢
文
に
謬
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
卯
)
註
ハ
臼
)
に
同
じ
。
郷
観
肺
胞
は
前
述
し
た
上
策
、
中
策
に
綴
け
て
こ
の

下
策
に
言
及
し
て
い
る
。

(
m
m
)

「
奏
楚
省
議
答
川
土
加
増
税
踏
破
難
照
行
疏
」
光
緒
一
七
年
二
月
、

前
掲
『
劉
向
書
奏
議
』
径
七
、
六
葉
。

(

m

出
)
ハ

1
ト
は
一
八
八
九
年
一

O
月
二
七
日
夜
信
(
一
二
月

一
三
日
受
信
)

の
キ
ャ
ン
ベ
ル
宛
書
関
に
お
い
て
、
総
理
街
門
が
、
印
花
税
、
中
園
ア

ヘ
ン
へ
の
課
税
な
ど
彼
の
欝
来
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
採
用
し
よ
う
と
し
て

お
り
、
ハ
ー
ト
も
そ
の
質
現
に
蛮
力
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
令
包
¥

N
品
目
品
、
叫

3
Z
H・
C
・
3
吋
え
ghw
出
血
吋
〈
阻
止

C
E〈
・M

M

目
的少

Hua-

〈
O
F
H
・〉。

(
m
m
)

『
李
菊
悶
夫
子
課
土
語
録
』
(
叢
書
李
菊
園
先
生
遺
著
)
、
憂
北
、

一
九
八
三
年
、
序
の
七
頁
。

(
似
)
巻
一
八
三
、
一
四
葉
。

(
M
N
)

但
し
、
「
重
商
主
義
」
と
し
て
括
ら
れ
て
い
る
経
済
思
想
家
が
極
め

て
多
様
な
存
在
で
あ
り
、
「
重
商
主
義
」
の
共
通
指
標
を
見
出
す
こ
と

が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、

H
・
シ
ャ
ハ
ト
著
、
川
鍋
正
敏
誇

『
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
理
論
小
史
』
(
未
来
社
、

一
九
六
三
年
〉

参
照
。
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and harmonious purchase grain 和親米. The annual quota was fixed at

4,690,000 shi 石, which was the amount of the quota in the Northern Song

minus the quota for Huainan淮南circuit. But because of decreasing grain

production, the quota of regular tributegrain was not actually able to be

established,tax grain collectedat prefecture/county levels had to be remit-

ted in full to the central government, and local government ｏ伍ces had to

collectlarge surcharges 加耗to meet their own need｡

　　

Later, the　annual　quota of harmonious　purchase grain was　set at

1,225,000 shi in 1148, and then at 2,000,000 shi in 1156. In 1159, the

harmonious purchase grain was then separated from the regular tribute

grain, the annual quota of which was fixed at 3,320,000 shi, that is, the

amount that was actually collectedin the said year. Establishing ａ quota

for regular tributegrain improved the financialpositionof prefecture/county

authorities,whose income increased because of growth in grain production.

This period saw storage granaries 備蓄倉being built one after another in

local area, which received harmonious purchase grain according to their

respective quotas. This system, however, began to break down around

1250 with the escalation of the war with the Mongol.

THE CONTROVERSY OVER NATIVE OPIUM

　　　　　　

IN LATE QING CHINA

NlIMURA Yoko

　　

In late Qing period, especially from the 1850s on, the production of

opium began to spread all over China, in spite of strict prohibition against

poppy cultivation at that time. Only ａ few influential officialsinsisted on

the prohibition, on the grounds that the cultivation of poppies reduced grain

crops.

　

They argued that poppy cultivation which contributed to famines

should be prohibited. On the other hand, ａ stronger party of ｏ伍cials advo-

cated the legalization of opium production at home in order to compete with

the imports of opium from abroad.　They wanted to exclude all opium

imports to stem the outflow of silver.　Li Hongzhang strongly supported

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－



this idea.　　The Qing government changed its policy, deciding not to

interfere with poppy cultivation while nominally stillkeeping it illegal｡

Thereafter, native opium production expanded year after year, until at the

end of 1880s nati▽ｅopium production reached three or four times the

amount of imported opium. Robert Hart, the Inspector General of Chinese

Maritime Customs, became aware of the potentialvalue of native opium as

ａsource of revenue and advised Tsungli Yamen to levy ａheavy tａχon it.

Needless to say, the ofScial tａχationof native opium meant the legaliza-

tion of native production. Tsungli Yamen and the central government

accepted

　

Hart's idea, and provincial officialswere ordered to tax native

opium and precisely report the amount collected from it. The Qing

government thus changed its policy from prohibition to legalizationdue to

its great need for revenue.

SOME NOTES ON THE CHRISTIANITY ON SOCOTRA

Shitomi Yuzo

　　　

The island of Socotra―today part of the Yemen Arab Republic―lies

near the main shipping route from the Red Sea to India and East Africa,

and it has been famous since remote antiquity for its ｅχotic products.

Many ships and traders visited it and their reports were included in the

books of classical, Islamic, and modern European authors to constitute our

historical sources. In this article l eχamine such reports particularly for

references to Christianity on Socotra.

　　　

Cosmas Indicopleustes, author of TheCｈｒiｓtｉａｎＴｏｐｏｇｒａｐり',confirms

for us that Socotra was already Christianized by the first half of the siχth

century, so Christianity had reached the island even earlier. We do not

know exactly when or by whom it was introduced, though ａ traditional

account

　

attributes

　

it to　St. Thomas, legendary　Apostle of Parthia and

India.

　　　

By the end of the thirteenth century at the latest, Christian islanders

were generally under the authority of ａ Nestorian bishop ordained in Persia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－


